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第１章    計画策定にあたって 
 

 

 

１ 計画策定の背景と趣旨 

（１）計画策定の背景  

健康をめぐる社会環境の変化をみると、我が国は、国民の生活水準の向上や

社会保障制度の充実、医療技術の進歩等により世界有数の長寿国となっていま

す。一方、急速な少子高齢化、不適切な食生活や運動不足などによる健康リス

クの増大をはじめ、がんや虚血性心疾患、脳血管疾患、糖尿病等の生活習慣病

や、寝たきりや認知症など要介護の増加、家庭・地域社会における関係の希薄

化が進んでいます。 

今後、さらに高齢化が進展し、生活習慣病の増加により、医療や介護にかか

る負担が年々増加していくことが予測されており、平均寿命だけでなく、健康

で自立した生活を送ることができる健康寿命の延伸が求められています。 

このため、個人の健やかで自立した生活を維持するためにも、健康寿命（健

康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間）を延ばすことが

緊急の課題となっています。 

また、令和２年以降、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、市民生

活に大きな影響がありました。外出自粛の長期化や生活様式の変化等に伴い、

ストレスの蓄積や運動不足など心身の健康への影響が懸念されており、対策が

必要となっています。 

 

（２）国・兵庫県の動向  

① 国の動き 

国では、すべての国民が健やかで心豊かに生活できる活力ある社会の実現

をめざし、平成25年度に「健康日本21（第二次）」を施行し、「健康寿命の延

伸と健康格差の縮小」「生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底」「社会全

体として相互に支え合いながら健康を守る環境の整備」など５つの基本的方

向性を新たに盛り込み、10年間の健康づくりに関する取り組みを推進してい

ます。令和３年８月には、関連する他の計画と計画期間を一致させるため、

「健康日本21（第二次）」の計画期間を１年延長し、令和５年度末までの11年
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間としました。また、令和元年度には「健康寿命延伸プラン」を策定し、健

康無関心層へのアプローチの強化及び地域・保険者間の格差の解消に向けた

取り組みを推進しています。 

また、食育に関する施策を総合的かつ計画的に推進していくため、令和３

年３月に「第４次食育推進基本計画」を策定しました。基本的な方針として

「生涯を通じた心身の健康を支える食育の推進」「持続可能な食を支える食育」

「新たな日常やデジタル化に対応した食育の推進」の３つの重点事項を掲げ、

国民の健全な食生活の実現と、環境や食文化を意識した持続可能な社会の実

現のために、ＳＤＧｓの考え方を踏まえながら、多様な関係者が相互の理解

を深め、連携・協働し、国民運動として食育を推進することとしています。 

 

② 兵庫県の動き 

兵庫県では、平成23年４月に「健康づくり推進条例」を施行するとともに、

平成24年３月に「兵庫県健康づくり推進プラン」を、平成25年３月に「兵庫

県健康づくり推進実施計画」をそれぞれ定め、健康づくりの取り組みを推進

してきました。そして、令和４年３月に県民一人ひとりが生涯にわたって健

康で生き生きとした生活ができる社会の実現をめざし、「兵庫県健康づくり推

進プラン（第３次）」を策定し、人生100年時代を見据えたライフステージご

との健康づくりの推進とともに、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が県

民の健康づくりへ与えた影響を踏まえ、健康づくりと疾病予防に重点を置い

た取り組みを進めています。 

一方、食育の推進については、平成18年に「食の安全安心と食育に関する

条例」を制定し、「食育推進計画」を５年ごとに評価・改定しながら、時代の

変化に応じた食育を推進してきました。この間、地域で食育活動に取り組む

組織や団体との連携が進み、学校での食に関する指導なども充実してきまし

た。その一方で、朝食欠食など食習慣の乱れ、食塩の過剰摂取等に起因する

生活習慣病の増加、高齢者の低栄養など食にまつわる健康課題はいまだ多く

残っています。 

令和４年３月には、これまでの取り組みの成果や課題を踏まえるとともに、

ＳＤＧｓの視点を取り入れた「兵庫県食育推進計画（第４次）」を策定し、「子

どもとその親、若い世代の食育力の強化」「地域社会で支え、つなげる食育推

進」「持続可能な食への理解を促進するための食育推進」「時代のニーズに応

じた食育活動の推進」の４つ重点事項を掲げ、「食で育む元気なひょうご」の

実現に向けた取り組みを進めています。 
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（３）計画策定の目的  

本市では、これまで第１次から第３次にわたる「赤穂市健康増進計画」に基

づき、市民の健康づくりに関わる様々な施策を推進してきました。 

また、食育基本法に基づく「食育推進計画」については、健康づくりと密接

に関係することから、健康増進計画に包含し、市民の健全な食生活の確立をめ

ざした取り組みを一体的に行っています。 

令和４年度は、「赤穂市健康増進計画（第３次）」の最終年度であることから、

これまでの取り組みの実績や目標に対する最終評価の結果を踏まえるととも

に、国の「健康日本21（第二次）」最終評価や「第４次食育推進基本計画」、「兵

庫県健康づくり推進プラン（第３次）」や「兵庫県食育推進計画（第４次）」と

の整合性を図りながら、食育推進計画を含む「赤穂市健康増進計画（第４次）」

（以下「第４次計画」という。）を策定し、引き続き、市民の健康づくりと疾病

予防に重点を置いた取り組みを市全体で総合的かつ計画的に推進します。 

 

２ 計画の位置づけ 

本計画は、市民の生活習慣病予防とともに、健康寿命の延伸に向けた具体的

な目標を定めた計画であり、「健康増進法」第８条第２項に基づく「市町村健康

増進計画」と、「食育基本法」第18条に基づく「市町村食育推進計画」を一体的

に策定した計画です。 

また、本計画は、「赤穂市総合計画」を上位計画として、「赤穂市地域福祉計

画」等の健康づくりに関連する計画・施策と整合性を図りながら推進します。 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

赤穂市総合計画 

 

 

 

・赤穂市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画 

・赤穂市障がい者福祉プラン  

・赤穂市障がい福祉計画 

・赤穂市子ども・子育て支援事業計画 

・赤穂市自殺対策計画 

・赤穂市国民健康保険特定健康診査等実施計画 

・赤穂市国民健康保険保健事業実施計画 

（データヘルス計画） 

・その他関連計画 

 
 

整合・連携 

【 国 】 

・健康日本２１（第二次） 

・第４次食育推進基本計画 

整合 

・兵庫県健康づくり 

推進プラン（第３次） 

・兵庫県健康づくり 

推進実施計画 

・兵庫県食育推進計画 

（第４次） 

【 兵庫県 】 

赤穂市健康増進計画（第４次） 
（赤穂市食育推進計画を含む） 

 
 

赤穂市地域福祉計画 

福
祉

・
保
健
分
野
の
計
画 
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３ 計画の期間 

本計画は、令和５年度から令和９年度までの５年間を計画期間とします。 

なお、取り組みの進捗状況や社会情勢の変化、他の関連する計画との整合性

を図りながら柔軟に見直しを行うものとします。 

 

 

４ 計画の策定体制 

（１）赤穂市健康増進計画策定委員会  

計画の策定にあたっては、学識経験者、各関係団体の代表者、関係行政機関

の職員、公募市民など、幅広い関係者で構成される「赤穂市健康増進計画策定

委員会」（以下「策定委員会」という。）において、本市における現状や計画、

方針等について意見等を聴取し、計画内容に反映しました。 

 

 

（２）アンケート調査、ヒアリング調査等の実施  

本計画の策定にあたり、市民の健康づくりに関する行動や意識、健康課題等

を調査・把握し、今後の施策の方向性を検討するために、市民を対象としたア

ンケート調査や関係団体を対象としたヒアリングを実施しました。 

 

 

（３）パブリックコメントの実施  

広く市民から本計画（素案）に対する意見を求めるため、令和４年12月21日

から令和５年1月23日の期間にパブリックコメントを実施し、市民意見を募集

しました。 

なお、いただいた意見は４件（２人）です。 

 

 

（４）計画の検証  

計画の各施策・事業等について、庁内の担当課を通じて施策・事業の評価・

検証結果を取りまとめ、計画に反映しました。 
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５ 各主体の役割 

本計画を推進するにあたっては、市民一人ひとりが積極的に健康づくりや食

育の推進に取り組むことができるよう、行政や地域の関係団体・機関等が、そ

れぞれの役割を認識し、連携・協力していく必要があります。 

本計画に掲げた目標の達成のため、各主体それぞれの特性を生かしながら、

健康づくりや食育を推進するとともに、本市は、地域全体における健康づくり・

食育推進活動を支援するための体制づくりに努めます。 
 

主体 期待される役割 

市民・家庭 個々に合った主体的な健康づくりへの取り組みや食育の実践など 

地域 
仲間づくりや地域づくりにつながる健康づくり活動や食育活動の推

進など 

保育所・幼稚園・学校 
教育等を通じて、児童・生徒の健康づくりや食育を実践していく方法

を学ぶ 

職場（事業者） 
従業員の健康管理や職場環境の整備、食の安全性の確保、食育の推進

など 

行政 
各種健康診査・健康教育・健康相談・食育活動等の保健事業の実施、

市民の健康づくり・食育活動を後押しする環境整備や普及啓発など 

 

６ ＳＤＧｓとの関連性 

ＳＤＧｓ（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）は、「誰

一人取り残さない」持続可能でよりよい社会の実現を目指す世界共通の目標で

す。 

2015年の国連サミットにおいて全ての加盟国が合意した「持続可能な開発の

ための2030アジェンダ」の中で掲げられており、17のゴールから構成されてい

ます。 

本計画において、関連のある目標は、「２．飢餓をゼロに」「３．すべての人

に健康と福祉を」「11．住み続けられるまちづくりを」「17．パートナーシップ

で目標を達成しよう」などが挙げられます。 
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第２章   健康・食育をとりまく現状と課題 
 

 

 

１ データからみた赤穂市の状況 

（１）人口動態  

① 年齢３区分別人口の推移 

本市の人口は、令和２年10月１日現在45,892人で、ピーク時の平成12年に

比べ6,185人、10.8％減となっています。 

年齢３区分別でみると、０歳～14歳の年少人口及び15歳～64歳の生産年齢

人口が減少する一方、65歳以上の高齢者人口は増加し、令和２年の高齢化率

は33.3％と、全国及び兵庫県の割合を上回っています。 

 

年齢３区分別人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（各年 10 月１日現在）※人口総数は年齢不詳を含む 
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27,715 

25,047 

9,940 11,507 12,888 
14,623 

15,093 

52,077 51,794 50,523
48,567

45,892

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和２年

（人）

年少人口（０～14歳） 生産年齢人口（15～64歳） 高齢者人口（65歳以上）
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高齢化率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（各年 10 月１日現在）※割合は分母から年齢不詳を除いて算出 

 

② 男女別年齢別の人口構成 

男女別年齢別に、平成27年と令和２年の人口構成（人口ピラミッド）を比

較すると男女とも44歳以下（男性20歳～24歳を除く）の各年代の人口が減少

しています。一方、70歳以上（女性80歳～84歳を除く）の人口は、団塊の世

代が70歳を迎えたことにより大きく増加しています。 

 

男女別年齢別の人口構成の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：国勢調査（各年 10 月１日現在） 
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③ 高齢者世帯 

令和２年の一般世帯数は、18,876世帯で、そのうち夫が65歳以上、妻が60

歳以上の夫婦１組のみの一般世帯は、3,113世帯、16.5％、65歳以上の人一人

のみの一般世帯は、2,568世帯、13.6％と、高齢化の進展を背景に、いずれも

一般世帯に占める割合は年々上昇しています。 

 

高齢者世帯 

項目 平成 12 年 平成 17 年 平成 22 年 平成 27 年 令和２年 

一般世帯数（世帯） 17,488 18,024 18,786 18,686 18,876 

夫が 65 歳以
上、妻が 60 歳
以上の夫婦１
組のみの一般
世帯 

実数（世帯） 1,675 2,103 2,510 2,964 3,113 

一 般 世 帯数 に
対する比率 

9.6％ 11.7％ 13.4％ 15.9％ 16.5％ 

65 歳以上の人
一人のみの一
般世帯 

実数（世帯） 1,144 1,438 1,828 2,219 2,568 

一 般 世 帯数 に
対する比率 

6.5％ 8.0％ 9.7％ 11.9％ 13.6％ 

資料：国勢調査（各年 10 月１日現在） 

 

 

（２）平均寿命と健康寿命  

本市の平均寿命は男性81.67歳、女性88.00歳で、兵庫県に比べいずれも短く

なっています。本市の健康寿命は、男性80.29歳、女性84.99歳となっており、

兵庫県に比べ、男性は低くなっていますが、女性は、0.06歳長くなっています。 

また、本市の健康寿命は、平成27年と比較すると男性0.64歳、女性0.71歳延

伸しています。 

平均寿命と健康寿命（令和２年） 

 
赤穂市 兵庫県 

男性 女性 男性 女性 

平均寿命（歳） 81.67 88.00 81.85 88.09 

健康寿命（歳） 80.29 84.99 80.41 84.93 

日常生活動作が自立していない期間（年） 1.38 3.01 1.43 3.16 

平成 27 年平均寿命（歳） 81.06 87.64 81.06 87.15 

平成 27 年健康寿命（歳） 79.65 84.28 79.62 83.96 

令和２年健康寿命－平成 27 年健康寿命（年） 0.64 0.71 0.79 0.97 

資料：兵庫県健康増進課 
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（３）死亡の状況  

① 死亡率の推移 

本市の死亡率（人口千対）は、12前後で推移し、いずれの年も全国・兵庫

県の率を上回っています。 
 

死亡率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：兵庫県保健統計年報 

 

② 標準化死亡比 

本市の標準化死亡比は、県に比べて、男女ともに老衰の割合が高くなって

います。 
 

標準化死亡比の状況 

 【男性】        【女性】 

 赤穂市 兵庫県   赤穂市 兵庫県 

悪性新生物 107.10 102.3  悪性新生物 98.20 100.50 

心 疾 患 87.40 97.40  心 疾 患 81.00 101.30 

脳血管疾患 98.00 96.80  脳血管疾患 92.10 92.50 

肺 炎 60.00 69.20  肺 炎 43.30 67.40 

老 衰 205.40 91.30  老 衰 163.40 96.20 

不慮の事故 107.00 102.30  不慮の事故 116.70 106.30 

自 殺 129.60 102.20  自 殺 41.30 101.30 

腎 不 全 119.30 104.00  腎 不 全 122.80 108.60 

肝 疾 患 116.10 108.00  肝 疾 患 117.00 106.10 

糖 尿 病 87.40 101.70  糖 尿 病 100.50 100.50 

 

資料：兵庫県における死亡統計指標 兵庫県立健康科学研究所 

10.4 
10.7 10.8 10.9 

10.8 
11.0 

11.2 11.1 

12.1

12.8

12.0
11.7

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

平成29年 平成30年 令和元年 令和２年

（人口千対）

赤穂市 兵庫県 全国



 
 

10 

③ 死因別死亡者数の推移 

本市の死因別死亡者数の推移は、男女ともに悪性新生物が最も多くなって

います。 
 

死因別死亡者数の推移（男性） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：兵庫県保健年報 

 

 

死因別死亡者数の推移（女性） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：兵庫県保健年報 
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④ 死因別死亡者数（平成 29 年～令和２年の平均） 

本市の死因別死亡数（平成29年～令和２年の平均）は、「悪性新生物」が159

人（27.5％）で最も多く、次いで「老衰」が88人（15.1％）となっています。

以下「心疾患」（76人、13.1％）、「脳血管疾患」（45人、7.7％）、「肺炎」（28

人、4.7％）が続いています。 
 

死因別死亡者数（平成 29 年～令和２年の平均） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

死因別死亡者数（平成 29 年～令和２年の平均） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：兵庫県保健統計年報より算出 
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⑤ 自殺者数 

本市の自殺者数をみると、毎年10人前後の市民が自殺により亡くなり、令

和３年は５人が亡くなっています。 
 

自殺者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「地域における自殺の基礎資料」厚生労働省 

 

 

 

 

（４）医療費の状況  

① １人当たりの診療費と医療費３要素 

ある特定の集団における医療費の水準を考える場合、代表的な指標の一つ

として「１人当たり診療費」があります。また、「１人当たり診療費」は、「受

診率」と「１件当たり日数」「１日当たり診療費」であらわすことができ、こ

れらを「医療費の３要素」と呼んでいます。 

 

受 診 率 （ ％ ） 
一定期間内に医療機関にかかった人の割合を表す指標です。受
診率が高いということは、医療機関にかかる人の割合が高いというこ
とになります。 

１ 件 当 た り 日 数 （ 日 ） 
診療行為１件に係る平均診療日数です。入院の１件当たりの日数
が多ければ概ね入院期間が長く、入院外の１件当たりの日数が多
ければ通院頻度が高いと考えられます。 

１日当たり診療費（円） 
１日当たりの診療費の単価をあらわします。１日当たり診療費が高
いということは、１日当たりの入院でかかる費用、１回当たりの診療で
かかる費用が高いと考えられます。 
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② １人当たり診療費と医療費３要素 

赤穂市国民健康保険の医療費について、「１人当たり診療費」は、入院・入

院外とも兵庫県の平均を上回り、また「受診率」も県の数値より高くなって

います。 

後期高齢者医療については、入院では「１人当たり診療費」、「受診率」と

も県の平均を上回っており、入院外の「受診率」は県の平均を下回っていま

すが、「１人当たり診療費」は、県の平均よりも高くなっています。 

本市では医療（特に入院）にかかる市民が多い傾向がみられます。 

 

１人当たり診療費と医療費３要素（赤穂市国民健康保険） 

 
入院 入院外 歯科 合計 

赤穂市 兵庫県 赤穂市 兵庫県 赤穂市 兵庫県 赤穂市 兵庫県 

１ 人 当 た り 

診 療 費 （ 円 ） 
179,175 141,766 159,342 135,610 25,164 30,136 363,644 305,256 

受診率（％） 

※ 
32.922 23.348 881.557 856.205 184.774 195.900 1,099.107 1,075.239 

１ 件 当 た り 

日 数 （ 日 ） 
17.82 15.70 1.59 1.53 1.90 1.75 2.13 1.88 

１ 日 当 た り 

診 療 費 （ 円 ） 
30,547 38,686 11,377 10,362 7,170 8,121 15,556 15,124 

資料：「令和２年度兵庫の医療保険」兵庫県 

※１年間における 100 人当たりの受診割合 

 

 

１人当たり診療費と医療費３要素（後期高齢者医療） 

 
入院 入院外 歯科 合計 

赤穂市 兵庫県 赤穂市 兵庫県 赤穂市 兵庫県 赤穂市 兵庫県 

１ 人 当 た り 

診療費（円） 
565,861 465,515 292,570 283,166 28,781 39,252 887,212 787,933 

受診率（％） 

※ 
92.38 77.88 1,477.31 1,614.02 195.81 250.70 1,765.50 1,942.59 

１ 件 当 た り 

日数（日） 
19.30 17.11 1.80 1.75 2.02 1.89 2.74 2.38 

１ 日 当 た り 

診療費（円） 
31,743 34,936 11,028 10,025 7,289 8,292 18,367 17,016 

資料：「令和２年度兵庫の医療保険」兵庫県 

※１年間における 100 人当たりの受診割合 
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③ 年齢階級別診療費及び受診率 

年齢別の受診率は、20歳代以降で加齢とともに上昇しています。また、入

院の１人当たり診療費は、40歳以上で高くなっています。入院外の１人当た

り診療費は、20歳～24歳で上昇するものの、25歳以上では加齢とともに上昇

傾向となり、特に60歳以上で高くなっています。 

年齢階級別診療費及び受診率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：赤穂市国民健康保険疾病分類統計報告書（令和３年５月診療分） 

 

 

④ 受診件数が多い疾病（赤穂市国民健康保険被保険者）上位 10 疾病 

受診件数が最も多い疾病は、「高血圧性疾患」（1,155件）で、これに次いで、

「その他の歯及び歯の支持組織の障害（歯肉炎及び歯周疾患を含む）」（912件）、

「その他の内分泌、栄養及び代謝疾患」（668件）となっています。 

受診件数が多い疾病（赤穂市国民健康保険被保険者）上位 10 疾病 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：赤穂市国民健康保険疾病分類統計報告書（令和３年５月診療分） 
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⑤ 生活習慣病の受診件数等（赤穂市国民健康保険被保険者） 

生活習慣病の受診状況をみると、糖尿病は、40歳未満の若年層でも受診が

みられ、受診率は45歳～49歳を境に増加しています。高血圧性疾患の受診率

については、40歳～44歳から増加しています。 

糖尿病や高血圧性疾患などの生活習慣病は、相互に合併症として発症しや

すく、特に内臓肥満が密接に関わっています。また、これらの異常の一つ一

つが軽症でも、複数の異常が積み重なることで、動脈硬化が進行し、脳卒中

や心筋梗塞などの心血管系疾患を引き起こす危険性がさらに高まるため、生

活習慣を改善する取り組みが必要です。 

 

生活習慣病の受診件数等（年齢別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：赤穂市国民健康保険疾病分類統計報告書（令和３年５月診療分） 
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（５）健康増進事業の実施状況など  

① 特定健康診査・特定保健指導 

特定健康診査・特定保健指導は、糖尿病などの生活習慣病の発症や重症化

を予防することを目的に、内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）に

着目した健診を行うもので、赤穂市では、40歳～74歳の国民健康保険被保険

者を対象としています。 

本市の特定健康診査の受診率は、33％前後で、県全体の平均に比べ高くな

っていますが、受診率は全体の約３割にとどまっています。 

特定健康診査 

 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

赤穂市 

対 象 者 （ 人 ） 7,660 7,448 7,379 7,117 

受 診 者 （ 人 ） 2,936 2,827 2,439 2,405 

受 診 率 （ ％ ） 38.3 38.0 33.1 33.8 

兵庫県 

対 象 者 （ 人 ） 820,585 799,153 795,087 772,282 

受 診 者 （ 人 ） 288,219 272,662 245,638 254,993 

受 診 率 （ ％ ） 35.1 34.1 30.9 33.0 

資料：法定報告、兵庫県は市町国保に限る 

 

特定健康診査の結果に応じて実施される特定保健指導の実施結果をみると、

積極的支援（メタボリックシンドローム該当者で、生活習慣の改善の必要性

が高い人を対象とする支援）、動機付け支援（メタボリックシンドローム予備

群を対象とする支援）は、令和２年度から実施率が低下しています。 

特定保健指導 

 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

赤

穂

市 

積 極 的 

支 援 

対象者数（人） 61 48 60 55 

終了者数（人） 16 16 11 9 

実 施 率 ( ％ ) 26.2 33.3 18.3 16.4 

動機付け 

支 援 

対象者数（人） 234 226 212 186 

終了者数（人） 126 124 101 50 

実 施 率 （ ％ ） 53.8 54.9 47.6 26.9 

兵

庫

県 

積 極 的 

支 援 

対象者数（人） 6,458 6,272 5,695 6,249 

終了者数（人） 628 675 787 957 

実 施 率 （ ％ ） 9.7 10.8 13.8 15.3 

動機付け 

支 援 

対象者数（人） 25,170 23,670 21,977 22,624 

終了者数（人） 7,395 7,281 6,632 7,393 

実 施 率 （ ％ ） 29.4 30.8 30.2 32.7 

資料：法定報告、兵庫県は市町国保に限る 
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② がん検診 

がんの早期発見・早期治療により、がん死亡者数を低減させることを目的

として、胃がん、肺がん、大腸がん、前立腺がんの各検診を地区体育館など

で実施し、子宮がんと乳がん検診については、医療機関で実施しています。 

全国・兵庫県の平均に比べ、胃がん、肺がん、大腸がん、子宮がん、乳が

んの受診率が高くなっています。 

 

がん検診の受診状況 

単位：％ 

 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

赤穂市 

胃 が ん 12.5 11.7 10.5 9.7 

肺 が ん 24.3 23.9 20.2 20.8 

大 腸 が ん 22.8 22.8 19.4 20.1 

子 宮 が ん 21.3 22.0 22.7 24.6 

乳 が ん 20.4 21.0 21.2 22.7 

前 立 腺 が ん 12.9 13.1 10.9 10.5 

兵庫県 

胃 が ん 7.8 7.7 7.0 7.0 

肺 が ん 13.3 12.8 10.9 12.5 

大 腸 が ん 16.8 16.5 14.7 16.0 

子 宮 が ん 15.3 15.5 14.9 16.5 

乳 が ん 17.7 17.9 16.8 17.8 

全 国 

胃 が ん 8.1 7.8 7.0 ― 

肺 が ん 7.1 6.8 5.5 ― 

大 腸 が ん 8.1 7.7 6.5 ― 

子 宮 が ん 16.0 15.7 15.2 ― 

乳 が ん 17.2 17.0 15.6 ― 

資料：（市）がん検診実施報告、（国・県）地域保健・健康増進事業報告 
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③ 乳幼児健診 

本市の乳幼児健診の受診率は、いずれの健診も90％を超えています。 
 

乳幼児健診の受診状況 

単位：％ 

 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

赤穂市 

４ か 月 児 健 診 97.3 94.9 98.7 95.4 

１ 歳 ６ か 月 児 健 診 98.6 97.5 98.4 100.0 

２ 歳 児 歯 科 健 診 96.4 97.0 93.6 97.5 

３ 歳 児 健 診 98.1 98.7 97.5 98.7 

兵庫県 

乳 児 健 診 98.4 96.1 99.0 ― 

１ 歳 ６ か 月 児 健 診 97.5 94.5 99.4 ― 

３ 歳 児 健 診 97.2 94.3 99.3 ― 

全 国 
１ 歳 ６ か 月 児 健 診 96.5 95.7 95.2 ― 

３ 歳 児 健 診 95.9 94.6 94.5 ― 

資料：（市）赤穂市保健年報、（県）兵庫県健康増進課、（国）地域保健・健康増進事業報告 

 

④ 健康教育・健康相談 

健康教育の実施回数は、令和元年度から令和２年度にかけて大きく減少し

ましたが、健康相談は、令和３年度、新型コロナウイルスワクチン接種に関

する健康相談が多くなっており、成人・高齢者の相談件数が増加しています。 
 

健康教育・健康相談などの実施状況 

 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

健康教育 
実 施 回 数 （ 回 ） 231 239 57 81 

参 加 者 数 （ 人 ） 4,772 3,945 606 755 

健康相談 
区

分 

成人・高齢者（件） 3,623 3,443 3,417 10,063 

母 子 （ 件 ） 686 670 609 594 

乳 幼 児 （ 件 ） 2,469 2,417 2,313 1,914 

資料：地域保健・健康増進事業報告、赤穂市保健年報 
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⑤ 妊婦の喫煙 

妊娠中の女性の喫煙は、本人だけでなく胎児への影響も大きいといわれ、

流産や早産をはじめ、低出生体重児の出産、乳幼児突然死症候群（ＳＩＤＳ）

などの危険が高まると指摘されています。 

本市では、令和３年度、2.8％の妊婦が喫煙していますが、喫煙する妊婦の

割合は減少しています。 

妊婦の喫煙状況 

単位：％ 

 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

吸 わ な い 人 の 割 合 96.3 95.8 97.5 97.2 

吸 う 人 の 割 合 3.7 4.2 2.5 2.8 

資料：妊娠届出時調査 

 

 

⑥ 子どものむし歯の有病率 

発育期の子どもにとって、むし歯になることをできるだけ予防することは、

食物の消化吸収だけでなく、顎の発育や正しい発音を身につけるためにも大

切です。 

本市の就学前児童、小学生及び中学生のむし歯有病率は、減少しています。 

 

子どものむし歯の有病率 

単位：％ 

 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

赤穂市 

３ 歳 18.9 16.2 14.2 15.4 

５歳（保育所） 55.2 35.5 45.8 27.8 

幼 稚 園 41.3 35.2 30.3 25.2 

小 学 生 56.2 57.6 53.7 53.4 

中 学 生 48.6 44.6 43.2 40.2 

兵庫県 

３ 歳 11.7 10.0 10.7 ― 

５ 歳 34.3 30.4 27.8 24.1 

1 1 歳 （ 小 ５ ） 44.2 46.6 36.9 44.5 

1 4 歳 （ 中 ２ ） 31.2 31.5 27.3 30.1 

全 国 

３ 歳 14.4 13.2 11.9 ― 

５ 歳 35.1 31.2 30.3 26.5 

1 1 歳 （ 小 ５ ） 45.1 44.9 37.1 39.3 

1 4 歳 （ 中 ２ ） 34.8 33.2 32.0 29.7 

資料：（市）３歳：赤穂市保健年報・５歳～：赤穂市教育委員会調査 

                         （県）３歳：兵庫県健康増進課・５歳～：学校保健統計調査 

                         （国）３歳：地域保健・健康増進事業報告・５歳～：学校保健統計調査 
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２ アンケート調査結果からみた市民の健康意識や行動 

（１）食生活・栄養  

① 体型 

「肥満」は、５歳児で4.4％、小学生で13.1％、中学生で5.1％、高校生で

6.3％となっており、小学生の肥満が高くなっています。 

また、「やせ」は、学年が上がるにつれ高くなり、高校生で20.5％となって

います。 

※５歳児、小学生、中学生については、日比式による標準体重計算式で算出 

 高校生、20歳以上はＢＭＩにより肥満度を算出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

令和４年度調査 762

平成30年度調査 864

8.9

9.0

64.6

68.6

21.1

19.0

5.4

3.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

やせ やせぎみ ふつう 太りぎみ 肥満 無回答

回答者数 =

令和４年度調査 359

平成30年度調査 380

1.9

3.7

12.5

14.5

49.9

58.7

13.6

11.6

13.1

10.0

8.9

1.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%小学生 

回答者数 =

令和４年度調査 355

平成30年度調査 419

6.2

9.1

26.5

29.1

44.2

44.9

8.7

7.2

5.1

4.1

9.3

5.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%中学生 

やせ 標準 肥満 無回答

回答者数 =

令和４年度調査 380

平成30年度調査 438

20.5

17.6

68.9

69.2

6.3

7.3

4.2

5.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%高校生 

20 歳以上 

回答者数 =

令和４年度調査 296

平成30年度調査 333

1.7

0.9

12.2

7.2

61.5

60.1

9.5

9.3

4.4

4.8

10.8

17.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%５歳児 
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【学校保健統計調査方式による肥満度判定方法】 

学校保健統計調査方式による肥満度判定では、「肥満傾向」は、５歳児で

3.0％、小学生で11.1％、中学生で7.0％、高校生で5.8％となっており、小学

生の肥満が高くなっています。 

また、「やせ」は、学年が上がるにつれ高くなり、高校生で4.2％となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

５歳児 

回答者数 =

令和４年度調査 296 83.4 3.0 10.82.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

小学生 

中学生 

高校生 

やせ傾向 ふつう 肥満傾向 無回答

回答者数 =

令和４年度調査 359 1.9 79.9 11.1 7.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者数 =

令和４年度調査 355 2.5 80.8 7.0 9.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者数 =

令和４年度調査 380 4.2 82.4 5.8 7.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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20歳以上では、「肥満」は21.1％となっていますが、女性に比べ男性で「肥

満」が高くなっており、特に30歳代及び40歳代男性で高くなっています。 

また、「やせ」は全体では8.9％となっていますが、10歳代男性及び20歳代

女性で「やせ」が高くなっています。また、男性に比べ女性で「やせ」が高

い傾向となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

やせ 標準 肥満 無回答

性・年代別 
回答者数 =

男性　10歳代 8

　　　　20歳代 11

　　　　30歳代 21

　　　　40歳代 41

　　　　50歳代 59

　　　　60歳代 72

　　　　70歳代 84

　　　　80歳以上 30

女性　10歳代 12

　　　　20歳代 36

　　　　30歳代 37

　　　　40歳代 61

　　　　50歳代 62

　　　　60歳代 85

　　　　70歳代 117

　　　　80歳以上 42

25.0

1.7

1.4

4.8

13.3

8.3

36.1

18.9

16.4

11.3

8.2

10.3

4.8

50.0

81.8

47.6

63.4

67.8

75.0

64.3

70.0

58.3

44.4

59.5

57.4

62.9

60.0

68.4

78.6

12.5

18.2

42.9

36.6

28.8

19.4

25.0

16.7

16.7

2.8

16.2

19.7

16.1

27.1

18.8

7.1

12.5

9.5

1.7

4.2

6.0

16.7

16.7

5.4

6.6

9.7

4.7

2.6

9.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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② 自分の適正体重の認識と体重コントロール 

自分の適正体重を認識し体重コントロールができているかについて、「でき

ている」が36.7％と最も高く、次いで「できていない」が35.7％、「どちらと

もいえない」が24.1％となっています。 

性・年代別でみると、他に比べ、30歳代及び40歳代男性、30歳代、40歳代

及び60歳代女性で「できていない」が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

令和４年度調査 762

平成30年度調査 864

36.7

32.8

35.7

38.3

24.1

27.0

3.4

2.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

できている できていない どちらともいえない 無回答

20 歳以上 

性・年代別 

回答者数 =

男性　10歳代 8

　　　　20歳代 11

　　　　30歳代 21

　　　　40歳代 41

　　　　50歳代 59

　　　　60歳代 72

　　　　70歳代 84

　　　　80歳以上 30

女性　10歳代 12

　　　　20歳代 36

　　　　30歳代 37

　　　　40歳代 61

　　　　50歳代 62

　　　　60歳代 85

　　　　70歳代 117

　　　　80歳以上 42

50.0

27.3

28.6

26.8

28.8

34.7

39.3

36.7

25.0

44.4

32.4

44.3

48.4

34.1

35.0

45.2

25.0

27.3

47.6

46.3

37.3

38.9

35.7

16.7

16.7

30.6

40.5

37.7

33.9

42.4

30.8

26.2

9.1

9.1

9.1

9.1

9.1

9.1

9.1

9.1

9.1

9.1

9.1

9.1

9.1

9.1

9.1

9.1

1.7

1.4

3.6

10.0

16.7

2.7

1.6

3.2

5.9

6.0

4.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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③ 主食・主菜・副菜を組み合わせた食事の摂取 

主食・主菜・副菜を組み合わせた食事の摂取について、「ほぼ毎日」が58.1％

と最も高く、次いで「週に４～５日」が18.4％、「週に２～３日」が14.0％と

なっています。また、平成30年度調査と比較すると、「ほぼ毎日」が減少して

います。 

 

 

 

 

 

 

 

④ 朝食の摂取 

朝食の摂取について、「ほとんど毎日食べる」が５歳児で92.9％、小学生で

84.4％、中学生で81.4％、高校生で76.3％となっています。 

また、小学生、高校生では平成30年度調査と比較すると、「ほとんど毎日食

べる」が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

令和４年度調査 762

平成30年度調査 864

58.1

64.6

18.4

14.7

14.0

11.1

8.0

7.5

1.4

2.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者数 =

令和４年度調査 296

平成30年度調査 333

92.9

92.5

3.7

3.3

1.4

1.8

1.4

1.2

0.7

1.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ほとんど毎日食べる 週４～５日食べる 週２～３日食べる

ほとんど食べない 無回答

回答者数 =

令和４年度調査 359

平成30年度調査 380

84.4

91.1

7.0

3.9

2.2

1.8

3.6

2.4

2.8

0.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者数 =

令和４年度調査 355

平成30年度調査 419

81.4

81.4

8.2

7.4

3.1

2.9

5.1

5.7

2.3

2.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者数 =

令和４年度調査 380

平成30年度調査 438

76.3

84.5

6.8

5.7

4.2

3.0

7.6

3.9

5.0

3.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

５歳児 

小学生 

中学生 

高校生 

ほぼ毎日 週に４～５日 週に２～３日 ほとんどない 無回答

20 歳以上 
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朝食の摂取を性・年齢別でみると、他に比べ、男女ともに80歳以上で「ほ

ぼ毎日食べている」が、高くなっています。しかし、10歳代及び20歳代男性

で「ほとんど食べない」が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

令和４年度調査 762

平成30年度調査 864

87.0

86.8

2.2

2.7

2.5

2.0

6.2

6.3

2.1

2.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者数 =

男性　10歳代 8

　　　　20歳代 11

　　　　30歳代 21

　　　　40歳代 41

　　　　50歳代 59

　　　　60歳代 72

　　　　70歳代 84

　　　　80歳以上 30

女性　10歳代 12

　　　　20歳代 36

　　　　30歳代 37

　　　　40歳代 61

　　　　50歳代 62

　　　　60歳代 85

　　　　70歳代 117

　　　　80歳以上 42

62.5

63.6

81.0

73.2

91.5

84.7

89.3

96.7

66.7

69.4

78.4

78.7

87.1

92.9

94.0

97.6

4.8

7.3

1.4

8.3

11.1

2.7

3.3

3.2

2.4

0.9

9.1

4.8

7.3

1.7

4.2

3.6

8.3

8.3

2.7

3.3

0.9

25.0

27.3

9.5

9.8

5.1

6.9

6.0

3.3

16.7

11.1

13.5

9.8

8.1

1.2

2.6

12.5

2.4

1.7

2.8

1.2

2.7

4.9

1.6

3.5

1.7

2.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

20 歳以上 

性・年代別 

ほとんど毎日食べる 週４～５日食べる 週２～３日食べる

ほとんど食べない 無回答

ほとんど毎日食べる 週４～５日食べる 週２～３日食べる

ほとんど食べない 無回答
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⑤ 自分自身の食生活 

自分自身の食生活について、20歳以上では、「あまり問題ない」が43.4％と

最も高く、次いで「問題ない」が36.7％、「問題があるので、改善しようと思

っている」が15.2％となっています。 

性・年代別でみると、30歳代及び40歳代男性、20歳代～60歳代女性の約20％

が、「問題があるので、改善しようと思っている」となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

令和４年度調査 762

平成30年度調査 864

36.7

36.1

43.4

42.2

15.2

17.5

3.4

3.0

1.2

1.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%
20 歳以上 

性・年代別 

問題ない

あまり問題ない

問題があるので、改善しようと思っている

問題があるが、改善しようと思わない

無回答

回答者数 =

男性　10歳代 8

　　　　20歳代 11

　　　　30歳代 21

　　　　40歳代 41

　　　　50歳代 59

　　　　60歳代 72

　　　　70歳代 84

　　　　80歳以上 30

女性　10歳代 12

　　　　20歳代 36

　　　　30歳代 37

　　　　40歳代 61

　　　　50歳代 62

　　　　60歳代 85

　　　　70歳代 117

　　　　80歳以上 42

37.5

54.5

33.3

36.6

40.7

40.3

53.6

96.7

50.0

41.7

18.9

34.4

24.2

25.9

30.8

47.6

62.5

27.3

28.6

31.7

39.0

47.2

35.7

41.7

27.8

54.1

37.7

45.2

51.8

55.6

40.5

9.1

28.6

24.4

15.3

12.5

7.1

8.3

22.2

21.6

23.0

21.0

21.2

8.5

7.1

9.1

4.8

7.3

3.4

1.2

3.3

8.3

5.4

3.3

6.5

1.2

4.3

2.4

4.8

1.7

2.4

1.6

3.2

0.9

2.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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（２）身体活動・運動  

① １回 30 分以上の運動の実施 

１回30分以上の運動の実施について、「特にしていない」が41.7％と最も高

く、次いで「週に２回以上している」が36.1％、「週に１回程度している」が

14.3％となっています。 

性・年齢別でみると、他に比べ、20歳代男性で「週に２回以上している」

「週に１回程度している」が高くなっていますが、20歳代女性、30歳代～50

歳代男女で「特にしていない」が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

令和４年度調査 762

平成30年度調査 864

36.1

37.3

14.3

13.5

5.4

4.5

41.7

42.6

2.5

2.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

週に２回以上している 週に１回程度している 月に１回程度している

特にしていない 無回答

回答者数 =

男性　10歳代 8

　　　　20歳代 11

　　　　30歳代 21

　　　　40歳代 41

　　　　50歳代 59

　　　　60歳代 72

　　　　70歳代 84

　　　　80歳以上 30

女性　10歳代 12

　　　　20歳代 36

　　　　30歳代 37

　　　　40歳代 61

　　　　50歳代 62

　　　　60歳代 85

　　　　70歳代 117

　　　　80歳以上 42

37.5

54.5

38.1

19.5

28.8

40.3

45.2

50.0

25.0

19.4

18.9

21.3

33.9

37.6

44.4

47.6

12.5

36.4

4.8

17.1

18.6

25.0

7.1

16.7

33.3

13.9

24.3

9.8

6.5

12.9

12.0

16.7

4.8

17.1

5.1

2.8

1.2

16.7

8.1

8.2

1.6

7.1

3.4

4.8

50.0

9.1

52.4

46.3

44.1

29.2

42.9

30.0

41.7

50.0

48.6

60.7

56.5

40.0

35.9

23.8

3.4

2.8

3.6

3.3

1.6

2.4

4.3

7.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

20 歳以上 

性・年代別 
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② １日の平均歩数 

１日の平均歩数について、「3,000～6,000歩未満」が25.1％と最も高く、次

いで「3,000歩未満」が14.3％、「6,000～9,000歩未満」が11.5％となってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 定期的に運動するために大切なこと 

定期的に運動するために大切なことについて、「健康づくりへの心がけや意

識」が55.5％と最も高く、次いで「時間があること」が47.6％、「お金がかか

らないこと」が37.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

令和４年度調査 762

平成30年度調査 864

14.3

14.7

25.1

27.1

11.5

16.6

8.1

21.3

40.9

20.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和４年度調査

（回答者数 = 762）

平成30年度調査

（回答者数 = 864）

％

健康づくりへの心がけや意識

時間があること

お金がかからないこと

友達や仲間がいること

施設が身近にあること

家族の理解と協力があること

指導者や支援者がいること

その他

無回答

55.5

47.6

37.5

25.5

23.0

16.5

9.3

2.5

5.2

51.3

49.7

40.3

26.3

27.5

17.7

12.3

2.4

3.5

0 20 40 60 80 100

3,000歩未満 3,000 ～6,000 歩未満 6,000 ～9,000 歩未満

9,000 歩以上 無回答
20 歳以上 

20 歳以上 
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（３）休養・こころの健康  

① 睡眠による休養 

睡眠による休養について、「とれていると思う」が55.0％と最も高く、次い

で「どちらともいえない」が22.3％、「とれていない」が21.5％となっていま

す。また、平成30年度調査と比較すると、「とれていると思う」が減少してい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② ストレスの有無 

ストレスの有無について、ストレスがある（「よくある」と「時々ある」の

合計）は、67.1％、ストレスがない（「あまりない」と「まったくない」の合

計は31.0％となっています。 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

令和４年度調査 762

平成30年度調査 864

24.1

22.0

43.0

44.3

27.7

27.7

3.3

5.1

1.8

0.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者数 =

令和４年度調査 762

平成30年度調査 864

55.0

61.2

22.3

17.6

21.5

20.3

1.2

0.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

とれていると思う とれていない どちらともいえない 無回答

20 歳以上 

よくある 時々ある あまりない まったくない 無回答

20 歳以上 
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ストレスの有無を性・年代別でみると、他に比べ、30歳代男性で「ストレ

スがある」が、80歳以上男性で「ストレスがない」が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 相談相手の有無 

相談相手の有無について、「相談できる相手がいる」が69.7％と最も高く、

次いで「相談できる相手はいるが、誰にも相談したくない」が17.5％、「相談

できる相手がいない」が10.1％となっています。 

 

 

  

 

  

回答者数 =

令和４年度調査 762

平成30年度調査 864

69.7

68.1

17.5

16.1

10.1

13.3

2.8

2.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

よくある 時々ある あまりない まったくない 無回答

回答者数 =

男性　10歳代 8

　　　　20歳代 11

　　　　30歳代 21

　　　　40歳代 41

　　　　50歳代 59

　　　　60歳代 72

　　　　70歳代 84

　　　　80歳以上 30

女性　10歳代 12

　　　　20歳代 36

　　　　30歳代 37

　　　　40歳代 61

　　　　50歳代 62

　　　　60歳代 85

　　　　70歳代 117

　　　　80歳以上 42

9.1

38.1

29.3

35.6

11.1

7.1

6.7

25.0

41.7

48.6

37.7

41.9

25.9

17.1

4.8

37.5

45.5

57.1

51.2

50.8

43.1

29.8

23.3

33.3

44.4

43.2

39.3

40.3

42.4

50.4

45.2

62.5

27.3

4.8

17.1

11.9

44.4

52.4

53.3

33.3

8.3

5.4

21.3

16.1

30.6

27.4

33.3

9.1

2.4

1.7

1.4

8.3

10.0

8.3

5.6

2.7

1.6

1.7

9.5

9.1

2.4

6.7

1.6

1.2

3.4

7.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%性・年代別 

20 歳以上 

相談できる相手がいる

相談できる相手がいない

相談できる相手はいるが、誰にも相談したくない

無回答
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④ インターネットの利用について 

平日のインターネットの利用について、小学生では、「１～２時間」が36.8％、

中学生では、「２～３時間未満」が30.4％、高校生では、「３～５時間未満」

が29.2％と最も高くとなっています。 

休日のインターネットの利用について、小学生では、「１～２時間」の割合

が28.7％、中学生では、「５時間以上」の割合が36.6％、高校生では、「５時

間以上」の割合が38.4％と最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

まったくしなかった １時間未満 １～２時間未満

２～３時間未満 ３～５時間未満 ５時間以上

無回答

回答者数 =

　 359 5.0 19.5 36.8 21.2 8.6 8.1 0.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和４年度調査

小学生 

回答者数 =

　 355 2.0 7.3 20.6 30.4 22.3 17.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和４年度調査

中学生 

回答者数 =

　 380
2.6

6.1
16.6 28.7 29.2 16.6 0.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和４年度調査

高学生 

平

日 
回答者数 =

　 359 4.5 11.4 28.7 22.3 17.0 15.0 1.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和４年度調査

小学生 

回答者数 =

　 355 2.3 4.2 9.6 22.3 24.8 36.6 0.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和４年度調査

中学生 

回答者数 =

　 380
2.1

2.4
7.1 16.1 33.7 38.4 0.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和４年度調査

高学生 

休
日 
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（４）歯と口腔の健康  

① 歯の本数 

歯の本数について、「24本以上」は、60歳代男性で58.3％、60歳代女性で

60.0％となっています。また、「20本以上」は、80歳以上男性で30.0％、80歳

以上女性で33.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

性・年代別 

０本 １～10本未満 10～20本未満 20～24本未満

24本以上 無回答

回答者数 =

男性　10歳代 8

　　　　20歳代 11

　　　　30歳代 21

　　　　40歳代 41

　　　　50歳代 59

　　　　60歳代 72

　　　　70歳代 84

　　　　80歳以上 30

女性　10歳代 12

　　　　20歳代 36

　　　　30歳代 37

　　　　40歳代 61

　　　　50歳代 62

　　　　60歳代 85

　　　　70歳代 117

　　　　80歳以上 42

5.6

7.1

6.7

1.2

2.6

14.3

3.4

4.2

8.3

26.7

1.6

1.6

1.2

5.1

14.3

3.4

15.3

15.5

23.3

1.6

11.8

17.9

16.7

9.1

4.9

6.8

13.9

21.4

16.7

3.3

6.5

16.5

17.9

7.1

75.0

90.9

85.7

87.8

78.0

58.3

34.5

13.3

100.0

94.4

97.3

80.3

77.4

60.0

42.7

26.2

25.0

14.3

7.3

8.5

2.8

13.1

13.3

5.6

2.7

13.1

14.5

9.4

13.7

21.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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② 最近１年間の歯科健診の受診 

最近１年間に歯科健診を受けたことが「ある」が59.1％、「ない」が38.2％

となっています。また、平成30年度調査と比較すると、「ある」が増加してい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）たばこ  

① 喫煙 

たばこを吸った経験について、「ある」が中学生で0.0％、高校生で0.8％と

なっています。 

20歳以上では、「吸わない」が67.5％と最も高く、次いで「過去に吸ってい

た」が19.9％、「吸っている」が11.5％となっています。また、平成30年度調

査と比較すると、「吸っている」が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

令和４年度調査 355

平成30年度調査 419 1.0

99.4

98.1

0.6

1.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ある ない 無回答

回答者数 =

令和４年度調査 762

平成30年度調査 864

11.5

13.1

19.9

16.8

67.5

69.4

1.0

0.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者数 =

令和４年度調査 762

平成30年度調査 864

59.1

54.6

38.2

44.0

2.8

1.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ある ない 無回答

吸っている 過去に吸っていた 吸わない 無回答

20 歳以上 

20 歳以上 

中学生 

回答者数 =

令和４年度調査 380

平成30年度調査 438

0.8

2.3

99.2

97.5 0.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%高校生 
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② 喫煙が健康に及ぼす影響の認知度 

喫煙が健康に及ぼす影響の認知度について、「肺がん」が93.2％と最も高

く、次いで「気管支炎」が66.5％、「ぜんそく」が61.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 家庭における分煙 

家庭で分煙を行っているかについて、「はい」が64.8％、「いいえ」が21.6％

となっています。平成30年度調査と比較すると、「はい」が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

令和４年度調査 88

平成30年度調査 113

64.8

78.8

21.6

18.6

13.6

2.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和４年度調査

（回答者数 = 762）

平成30年度調査

（回答者数 = 864）

％

肺がん

気管支炎

ぜんそく

妊娠に関連した異常

（早産・低体重児）

脳卒中

心臓病

COPD（慢性閉塞性肺疾患）

歯周病

胃潰瘍

わからない

無回答

93.2

66.5

61.0

49.0

37.7

35.2

31.8

28.7

13.6

2.6

2.5

92.9

67.6

60.0

51.5

36.6

37.4

27.1

23.5

14.0

2.2

3.5

0 20 40 60 80 100

20 歳以上 

はい いいえ 無回答

20 歳以上 
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④ 受動喫煙 

受動喫煙について、「なかった」が53.1％と最も高く、次いで「家庭」が12.1％、

「職場・学校」が12.1％となっています。また、平成30年度調査と比較する

と、「なかった」が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）アルコール  

① 飲酒 

飲酒の経験について、「ある」が中学生で4.8％、高校生で3.9％となってい

ます。 

 

  

令和４年度調査

（回答者数 = 762）

平成30年度調査

（回答者数 = 864）

％

家庭

職場・学校

道路・バス停

レストラン、食堂、喫茶店など

の飲食店

公園・広場・緑道

スーパーマーケット・量販店

ゲームセンター・パチンコ店な

どの娯楽場

その他

なかった

無回答

12.1

12.1

9.8

7.0

3.9

2.8

1.8

2.8

53.1

11.2

13.8

17.6

9.1

25.5

6.0

4.5

9.0

2.9

43.8

43.8

0 20 40 60 80 100

20 歳以上 

ある ない 無回答

回答者数 =

令和４年度調査 355

平成30年度調査 419

4.8

8.8

94.9

88.8

0.3

2.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者数 =

令和４年度調査 380

平成30年度調査 438

3.9

10.3

95.8

88.6

0.3

1.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

中学生 

高校生 
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20歳以上では、飲酒について、「飲まない・ほとんど飲まない」が55.4％と

最も高く、次いで「ほとんど毎日飲んでいる」が19.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 適切な飲酒量の認知度 

適切な飲酒量について、「知っていた」が54.8％、「知らなかった」が、34.3％

となっています。 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

令和４年度調査 332

平成30年度調査 406

54.8

55.9

34.3

36.0

10.8

8.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者数 =

令和４年度調査 762

平成30年度調査 864

55.4

52.0

8.5

9.3

7.7

7.6

3.8

5.8

19.0

21.8

4.5

2.5

1.0

1.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

飲まない・ほとんど飲まない

月に１～２回飲む

週に１～２日飲む

週に３日以上飲む

ほとんど毎日飲んでいる

以前は飲んでいたが、現在は禁酒している

無回答

20 歳以上 

知っていた 知らなかった 無回答

20 歳以上 
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（７）健康管理  

① 健康診査の受診 

健康診査の受診について、「職場の健康診査を受けた」が35.4％と最も高く、

次いで「市町が実施する特定健康診査を受けた」が22.2％、「その他の健康診

査を受けた」が18.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 健康診査を受診していない理由 

健康診査を受診していない理由について、「必要ないと思っている」が

20.9％と最も高く、次いで「通院または入院中のため」が20.0％、「時間がな

い」が17.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和４年度調査

（回答者数 = 110）

平成30年度調査

（回答者数 = 134）

％

必要ないと思っている

通院または入院中のため

時間がない

めんどうだ

新型コロナウイルスの感染が心配

費用がかかる

悪いと言われるのが怖い

受け方がわからなかった

会場が遠い

その他

無回答

20.9

20.0

17.3

14.5

12.7

10.9

10.0

6.4

2.7

12.7

8.2

22.4

15.7

23.9

32.1

-

12.7

5.2

9.7

4.5

11.9

3.0

0 20 40 60 80 100

令和４年度調査

（回答者数 = 762）

平成30年度調査

（回答者数 = 864）

％

職場の健康診査を受けた

市町が実施する特定健康診査を

受けた

その他の健康診査を受けた

人間ドックなど医療機関で健康診査を

受けた

学生で学校の健康診査を受けた

どれも受けていない

無回答

35.4

22.2

18.0

11.8

0.9

14.4

4.3

32.5

23.4

14.9

15.4

1.0

15.5

2.5

0 20 40 60 80 10020 歳以上 

20 歳以上 
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③ がん検診の受診 

がん検診の受診について、「受けた」が40.0％、「受けていない」が、57.2％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ がん検診を受診していない理由 

がん検診を受診していない理由について、「めんどうだ」が22.7％と最も

高く、次いで「必要ないと思っている」が20.0％、「時間がない」が18.8％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

令和４年度調査 762

平成30年度調査 864

40.0

43.1

57.2

53.6

2.8

3.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和４年度調査

（回答者数 = 436）

平成30年度調査

（回答者数 = 463）

％

めんどうだ

必要ないと思っている

時間がない

費用がかかる

新型コロナウイルスの感染が

心配

悪いと言われるのが怖い

受け方がわからなかった

通院または入院中のため

会場が遠い

その他

無回答

22.7

20.0

18.8

16.5

15.8

13.3

10.8

9.9

0.9

6.9

7.6

23.8

22.9

20.7

17.7

-

9.9

14.9

8.9

2.2

8.2

8.6

0 20 40 60 80 100

受けた 受けていない 無回答

20 歳以上 

20 歳以上 



     

 

39 

 

⑤ ロコモティブシンドロームの認知度 

ロコモティブシンドロームの認知度について、「意味を知っている」は、

22.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）の認知度 

ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）の認知度について、「意味を知っている」は、

25.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ フレイルの認知度 

フレイルの認知度について、「意味を知っている」は、29.7％となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

令和４年度調査 762

平成30年度調査 864

25.2

22.6

17.2

15.9

52.0

55.1

5.6

6.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者数 =

令和４年度調査 762

平成30年度調査 864

22.4

20.5

18.4

20.0

53.9

53.7

5.2

5.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

意味を知っている 聞いたことはあるが、意味は知らない

知らない 無回答

意味を知っている 聞いたことはあるが、意味は知らない

知らない 無回答

20 歳以上 

20 歳以上 

意味を知っている 聞いたことはあるが、意味は知らない

知らない 無回答

18 歳以上 

回答者数 =

令和４年度 790 29.7 13.3 51.9 5.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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（８）食育  

① 咀嚼 

咀嚼について、「よく噛んで食べている」（「ゆっくりよく噛んで食べている」

と「どちらかといえばゆっくりよく噛んでいる」の合計）は、46.8％となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 災害時などの非常用の食糧、食器、熱源の備え 

災害時などの非常用の食糧、食器、熱源の備えについて、「用意している」

が32.3％、「用意していない」が64.4％となっています。平成30年度調査と比

較すると、「用意している」が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 家族の年齢や健康状態に応じた非常用の食糧の備え 

「特別な対応が必要な家族はいない」が54.9％と最も高く、次いで「用意

していない」が29.6％、「用意している」が15.2％となっています。 

 

 

 

 

  

回答者数 =

令和４年度調査 762

平成30年度調査 864

11.0

10.2

35.8

35.2

39.6

41.1

12.3

13.0

1.2

0.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者数 =

令和４年度調査 762

平成30年度調査 864

32.3

23.4

64.4

75.6

3.3

1.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

20 歳以上 

用意している 用意していない 無回答

20 歳以上 

用意している 用意していない

特別な対応が必要な家族はいない 無回答

　

18 歳以上 

ゆっくりよく噛んで食べている どちらかといえばゆっくりよく噛んで食べている

どちらかといえばゆっくりよく噛んで食べていない ゆっくりよく噛んで食べていない

無回答

回答者数 =

　 257 15.2 29.6 54.9 0.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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④ 家族や友人と楽しく食事を食べる機会 

家族や友人と楽しく食事を食べる機会について、「ほとんど毎日」が64.6％

と最も高く、次いで「ほとんどない」が17.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 食事のあいさつ 

食事のあいさつについて、「いつもしている」が５歳児で68.9％、小学生で

75.5％となっています。平成30年度調査と比較すると、５歳児で「いつもし

ている」が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答者数 =

令和４年度調査 762

平成30年度調査 864

64.6

62.3

6.4

8.8

9.6

11.1

17.8

16.4

1.6

1.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ほとんど毎日 週４～５回 週２～３回 ほとんどない 無回答

回答者数 =

令和４年度調査 296

平成30年度調査 333

68.9

74.2

26.4

23.4

4.4

1.8

0.3

0.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

いつもしている 時々している ほとんどしていない 無回答

回答者数 =

令和４年度調査 359

平成30年度調査 380

75.5

73.9

20.9

21.1

2.8

4.2

0.8

0.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

５歳児 

小学生 

20 歳以上 
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⑥ 地産地消 

地産地消について、「国内産のものを優先して食べている」が42.0％と最も

高く、次いで「地元産のものを優先して食べている」が25.1％、「こだわらず

に食べている」が21.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 郷土料理の認知度 

郷土料理の認知度について、「知っていて、作れる」が11.2％、「知ってい

るが、作れない」が11.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧ 食育の関心度 

食育の関心度について、「関心がある」（「非常に関心がある」と「どちらか

といえば関心がある」の合計）は58.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

令和４年度調査 762

平成30年度調査 864

10.5

10.8

47.6

48.5

23.4

24.3

5.5

5.9

11.4

9.7

1.6

0.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者数 =

令和４年度調査 762

平成30年度調査 864

11.2

12.6

11.7

11.8

68.5

71.9

8.7

3.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者数 =

令和４年度調査 762

平成30年度調査 864

25.1

23.1

8.7

10.3

42.0

43.8

21.3

21.1

3.0

1.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

地元産のものを優先して食べている 県内産のものを優先して食べている

国内産のものを優先して食べている こだわらずに食べている

無回答

20 歳以上 

知っていて、作れる 知っているが、作れない 知らない 無回答

20 歳以上 

非常に関心がある どちらかといえば関心がある

どちらかといえば関心がない まったく関心がない

わからない 無回答

20 歳以上 
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⑨ 食育の実践 

食育の実践について、「実践している」（「積極的に実践している」と「でき

るだけ実践するようにしている」の合計）は40.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

令和４年度調査 762

平成30年度調査 864

6.4

5.1

33.7

35.4

27.8

26.3

13.6

12.2

5.4

5.2

11.4

14.4

1.6

1.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

積極的に実践している

できるだけ実践するようにしている

あまり実践していない

実践したいとは思っているが、実際にはしていない

実践したいとは思わないし、していない

わからない

無回答

20 歳以上 
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３ 赤穂市健康増進計画（第３次）の評価 

（１）健康づくりに関する数値目標の評価  

① 全体評価 

評価項目 項目数 

◎：目標を達成 13 項目 

○：現状値が第３次計画策定時と比較して向上項目 21 項目 

▲：現状値が第３次計画策定時と比較して進捗がみられない項目 21 項目 

 

② 分野別評価 

全体の半数以上の34項目で、目標達成及び改善傾向にある一方で、21項目

で進捗がみられていません。食生活・栄養、身体活動・運動の分野において、

改善が進んでいません。 
 

指 標 対 象 
平成２９年度 

現在 
令和４年度 

目標 
現状値 評価 

① 食生活・栄養 

1 

肥満傾向児の割合の減少 小学５年生 8.7％※1 減少 11.1％※1 ▲ 

肥満の人の割合の減少 
20 歳～60 歳代男性 22.4％ 減少 27.9％ ▲ 

40 歳～60 歳代女性 15.4％ 減少 21.6％ ▲ 

2 やせの人の割合の減少 20 歳代女性 21.4％ 18％以下 36.1％ ▲ 

3 
主食・主菜・副菜を組み合わせた食事
を１日２回以上、ほぼ毎日食べている
人の割合の増加 

20 歳以上 64.6％ 80％以上 58.1％ ▲ 

② 身体活動・運動 

4 
運動習慣をもつ人※2の割
合の増加 

小学５年生 69.8％ 71％以上 71.0％ ◎ 

20 歳～64 歳 28.4％ 36％以上 27.6％ ▲ 

65 歳以上 47.3％ 52％以上 45.5％ ▲ 

5 １日の平均歩数の増加 

20 歳～64 歳男性 10,013 歩 現状維持 6,178 歩 ▲ 

20 歳～64 歳女性 9,417 歩 現状維持 4,751 歩 ▲ 

65 歳以上男性 8,463 歩 現状維持 4,851 歩 ▲ 

65 歳以上女性 5,966 歩 6,000 歩 3,992 歩 ▲ 

6 
何らかの地域活動に参加し
ている人の割合の増加 

65 歳以上男性 53.8％ 61％以上 55.1％ ○ 

65 歳以上女性 50.5％ 61％以上 54.6％ ○ 

③ 休養・こころの健康 

7 
育児について相談相手の
いる保護者の割合の増加 
【新規】 

妊婦 99.2％ 100％ 99.8％ ○ 



     

 

45 

指 標 対 象 
平成２９年度 

現在 
令和４年度 

目標 
現状値 評価 

8 
睡眠による休養が十分と
れていない人の割合の減
少 

20 歳以上 17.6％ 14％以下 22.3％ ▲ 

9 
ストレスなどで困ったと
きに相談できる相手がい
ない人の減少 

20 歳以上男性 18.6％ 10％以下 16.7％ ○ 

20 歳以上女性 8.8％ 8％以下 5.2％ ◎ 

10 自殺者の減少 人口動態統計 ６人 減少 ５人 ◎ 

④ 歯と口腔の健康 

11 
むし歯のある子どもの割
合の減少 

3 歳児 24.0％ 18％以下 15.4％ ◎ 

5 歳児 42.8％ 40％以下 25.4％ ◎ 

11 歳児 59.6％ 57％以下 53.4％ ◎ 

12 
自分の歯を有する人の割
合の増加 

40 歳で 28 本以上 57.3％ 70％以上 65.9％ ○ 

60 歳で 24 本以上 62.5％ 70％以上 63.3％ ○  

80 歳で 20 本以上 31.3％ 40％以上 43.4％ ◎ 

13 
過去１年間に歯科健康診
査を受診した人の割合の
増加 

20 歳以上 54.6％ 69％以上 59.1％ ○ 

⑤ たばこ 

14 未成年者の喫煙をなくす 
中学生 1.0％ ０％ ０％ ◎ 

高校生 2.3％ ０％ 0.8％ ○ 

15 妊娠中の喫煙をなくす 妊婦 2.5％ ０％ 2.8％ ▲ 

16 成人の喫煙者の減少 
20 歳以上男性 22.6％ 18％以下 22.0％ ○ 

20 歳以上女性 5.5％ 減少 4.1％ ◎ 

⑥ アルコール 

17 未成年者の飲酒をなくす 
中学生 8.8％ 0％ 4.8％ ○ 

高校生 10.3％ 0％ 3.9％ ○ 

18 妊娠中の飲酒をなくす 妊婦 7.1％ 0％ 0.5％ ○ 

19 
生活習慣病のリスクを高める
量※3を飲酒している人の割合
の減少 

20 歳以上男性 6.3％ 現状維持 6.9％ ▲ 

20 歳以上女性 5.9％ ３％以下 6.4％ ▲ 

⑦ 健康管理 

20 
妊娠 11 週以下での妊娠届出
率の増加 

妊婦 90.6％ 100％ 93.9％ ○ 

21 
特定健康診査などの受診
率の向上 

特定健康診査 35.9％ 56％以上 33.8％ ▲ 

特定保健指導 58.3％ 63％以上 24.5％ ▲ 

22 がん検診受診率の向上 

胃がん(40 歳以上) 10.1％ 50％以上 9.7％ ▲ 

肺がん(40 歳以上) 22.7％ 50％以上 20.8％ ▲ 

大腸がん(40 歳以上) 21.3％ 50％以上 20.1％ ▲ 

子宮がん(20 歳以上) 18.8％ 50％以上 24.6％ ○ 

乳がん(40 歳以上) 17.9％ 50％以上 22.7％ ○ 

前立腺がん(50 歳以上) 22.1％ 50％以上 10.5％ ▲ 
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指 標 対 象 
平成２９年度 

現在 
令和４年度 

目標 
現状値 評価 

23 
がん検診精密検査受診率
の向上 

胃がん(40 歳以上) 73.9％ 90％以上 80.6％ ○ 

肺がん(40 歳以上) 81.1％ 90％以上 83.3％ ○ 

大腸がん(40 歳以上) 72.3％ 90％以上 74.4％ ○ 

子宮がん(20 歳以上) 79.3％ 90％以上 94.1％ ◎ 

乳がん(40 歳以上) 93.3％ 95％以上 98.3％ ◎ 

前立腺がん(50 歳以上) 43.4％ 90％以上 68.2％ ○ 

24 

意味を認知している人の増加 

・ロコモティブシンドローム 20 歳以上 20.5％ 40％以上 22.4％ ○ 

・ＣＯＰＤ 20 歳以上 22.6％ 40％以上 25.2％ ○ 

25 健康寿命の延伸 
男性 79.65 歳 平均寿命の増加

分を上回る健康
寿命の増加 

80.29 歳 ◎ 

女性 84.28 歳 84.99 歳 ◎ 

※１：学校保健統計調査方式による判定方法とします。 

※２：運動習慣をもつ人については、子どもは「30分以上運動する日が、週に３日以上ある子ども

（外遊びを含む）」、成人は「１日30分以上の運動を、週２回以上している人」とします。 

※３：生活習慣病のリスクを高める飲酒量とは、１日の平均純アルコール摂取量が、男性 40ｇ以上、

女性で20ｇ以上とします。 
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（２）食育に関する数値目標の評価  

① 全体評価 

評価項目 項目数 

◎：目標を達成 ２項目 

○：現状値が第３次計画策定時と比較して向上項目 ７項目 

▲：現状値が第３次計画策定時と比較して進捗がみられない項目 11 項目 

 

② 分野別評価 

「朝食を毎日食べる人の割合の増加」や「食事のあいさつがいつもできる

子どもの割合の増加」、「郷土料理の認知度や作ること」など、11項目で改善

がみられていません。食育への関心を高め、実践していくため支援が引き続

き必要です。 

 

指 標 対 象 
平成２９年度 

現在 
令和４年度 

目標 
現状値 評価 

① 食生活の確立 

1 
朝食を毎日食べる人の割
合の増加 

５歳児 92.5％ 100％ 92.9％ ○ 

小学生 91.1％ 100％ 84.4％ ▲ 

中学生 81.4％ 95％以上 81.4％ ○ 

高校生 84.5％ 85％以上 76.3％ ▲ 

20 歳代男性 58.6％ 75％以上 63.6％ ○ 

20 歳代女性 71.4％ 80％以上 69.4％ ▲ 

30 歳代男性 66.7％ 80％以上 81.0％ ◎ 

30 歳代女性 84.4％ 85％以上 78.4％ ▲ 

2 

主食・主菜・副菜を組み
合わせた食事を１日２回
以上、ほぼ毎日食べてい
る人の割合の増加 
（再掲） 

20 歳以上 64.6％ 80％以上 58.1％ ▲ 

3 

生活習慣病の予防や改善
のために、普段から食生
活に気をつけて実践して
いる人の割合の増加 

20 歳以上 61.3％ 75％以上 61.7％ ○ 

4 
ゆっくりよくかんで食べ
る人の増加 

20 歳以上 45.4％ 55％以上 46.8％ ○ 

5 
災害に備え、非常用食料
などを備蓄している世帯
の割合の増加 

世帯 23.4％ 30％以上 32.5％ ◎ 
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指 標 対 象 
平成２９年度 

現在 
令和４年度 

目標 
現状値 評価 

② 食を通じた豊かな人間形成 

6 
家族や友人と楽しく食事
をする機会がほとんどな
い人の割合の減少 

20 歳以上 16.4％ 10％以下 17.8％ ▲ 

7 

食事のあいさつ（いただ
きます・ごちそうさま）
がいつもできる子どもの
割合の増加 

５歳児 74.2％ 100％ 68.9％ ▲ 

小学生 73.9％ 100％ 75.5％ ○ 

③ 地産地消の推進・食文化の継承 

8 
地元や県内でとれた農林
水産物を買っている人の
割合の増加 

20 歳以上 33.4％ 45％以上 33.8％ ○ 

9 
地域の郷土料理を知って
いる人の割合の増加 

20 歳以上 24.4％ 35％以上 22.9％ ▲ 

10 
地域の郷土料理を作るこ
とができる人の割合の増
加 

20 歳以上 12.6％ 20％以上 11.2％ ▲ 

④ 食育活動の推進 

11 
食育に関心のある人の割
合の増加（非常に＋どち
らかといえば） 

20 歳以上 59.3％ 75％以上 58.1％ ▲ 

12 

食育の意義を理解し、食
育活動を実践している人
の割合の増加（積極的に
実践＋できるだけ実践） 

20 歳以上 40.5％ 55％以上 40.1％ ▲ 
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第３章    計画の基本的な考え方 
 

 

 

１ 基本理念 

本市の将来像（まちづくりビジョン）は「自然と歴史に育まれ 笑顔と希望あ

ふれる 活力のあるまち」を掲げ、市民の誰もが、将来にわたって、自分らしく、

生きがいをもって心地よく暮らせる、笑顔と希望があふれるまちを目指してい

ます。  

健康・保健分野では、誰もが健やかに暮らせる安心と安全のまちづくりに向

け、市民自らが主体的に健康づくりに取り組むことのできる保健と、安心でき

る医療の体制・環境の整備を通じて、市民がいつまでも健康に暮らすことので

きるまちづくりを進めています。 

本計画の基本理念については、これまでの健康づくり・食育推進の取り組み

との連続性、整合性から第３次計画の理念を引き継ぐものとします。 

この基本理念に基づき、「人生100年時代」といわれる中、市民が生涯にわた

り健やかで心豊かに暮らせるよう、市民一人ひとりが健康づくりに関する知識

や方法を身につけ、主体的に取り組むことを基本に、家庭、学校、職場、地域、

行政が一体となって、いつまでも健やかに生活できる健康のまちづくりをめざ

します。 

 

 

【 基 本 理 念 】 

 

 

 

 

 

  

全ての人が 食べて 動いて 笑って 健康のまち 赤穂 
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２ 計画の全体目標 

基本理念として掲げた「全ての人が 食べて 動いて 笑って 健康のまち 

赤穂」を実現させるための全体目標として、「誰一人取り残さない」持続可能で

よりよい社会の実現を目指し、健康上の問題で日常生活が制限されることなく

生活できる期間を可能な限り長くし、病気や障がいがある人も含め、全ての市

民がこころ豊かに充実した人生を過ごすことができるよう、「健康寿命の延伸

と生活の質（ＱＯＬ）の向上」と定めます。 

 

 

 

【 計 画 の 全 体 目 標 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 重点目標 

（１）健康づくりと生活習慣病の発症・重症化予防  

全ての世代の健康づくりと生活習慣病の発症予防のため、健康的な生活習慣

の実践を推進するとともに、日頃から自分の健康状態に関心をもち、定期的に

健康診査（健診）や検診を受診するなど、積極的に健康管理を行っていくこと

が必要です。がん、虚血性心疾患、脳血管疾患、糖尿病等の生活習慣病発症や

重症化予防のための取り組みを推進します。 

 

 

（２）生涯を通じた健康づくりの推進  

人はその成長の過程において様々な変化を迎え、それに伴い、取り組むべき

課題も様々に変化します。そのため、本計画では、ライフステージを乳幼児期、

学童・思春期、青年期、壮年期、高齢期に分け、ライフステージに応じた健康

づくりや分野別の現状・課題に応じた取り組みを推進します。 

  

健康寿命の延伸と生活の質（ＱＯＬ）の向上 
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生涯を通じ健やかに生活するためには、ライフステージの特性に応じた、心

身機能の維持や向上などが必要になります。 

乳幼児期の健康については、母子保健サービスの水準を維持し、次の世代を

健やかに生み育てる取り組みと、育児に関する悩みを一人で抱え込んだり、孤

立したりしないよう家庭や地域の支援をします。 

児童・思春期の健康については、生活習慣の基礎を確立する時期であり、家

庭や地域ぐるみで子どもの健康を見守り、よりよい生活習慣を形成するための

取り組みを推進します。 

青年期、壮年期の健康については、自分の健康状態を正しく認識し、生活習

慣の改善、生活習慣病の発症や重症化を予防していくことが重要であり、ライ

フスタイルに合わせた健康づくりに取り組める環境づくりを推進します。 

高齢期については、介護予防などに重点をおき、健康づくりや生きがいづく

り、社会参加の促進等の取り組みを推進します。 

 

 

（３）地域の健康づくりの推進  

個人の努力だけでは難しい健康づくりを、総合的に支援する環境整備が重要

です。地域団体や関係機関、事業者など市民の生活に関わるさまざまな組織・

団体が特性を活かし、連携することにより、健康づくりを支える人材の育成や、

地域全体で実践できる体制づくりを推進します。 

 

 

（４）食育の推進  

本市では、赤穂市食育推進７か条に基づき、食育に係る取り組みを強化して

います。今後も、市民一人ひとりが健全な食生活を実践し、豊かな人間性を育

むため、健康の保持増進、安全な食の確保、食文化の継承、地産地消の推進を

家庭はもとより、地域、学校、事業所など、食に関わる関係団体と連携・協働

して取り組みを進めます。 
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1 食生活・栄養 

2 身体活動・運動 

3 休養・こころの健康 

4 歯と口腔の健康 

5 たばこ 

6 アルコール 

7 健康チェック 

1 食生活の確立 

2 食を通じた豊かな人間形成 

3 地産地消の推進・食文化の

継承 

4 食育活動の推進 

 

４ 計画の体系 

本計画は、基本理念の実現に向けて、前計画の課題を踏まえて設定した基本

方針に基づき、健康づくり推進条例で定める健康づくりの各分野の取り組みを

推進します。また、ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）と関連のある目標との整

合性を図ります。 
 

[ 計画の体系 ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１ 健康づくりと生活習慣病等の発症・重症化予防 

２ 生涯を通じた健康づくりの推進 

３ 地域の健康づくりの推進 

４ 食育の推進 

全ての人が食べて 動いて 笑って 健康のまち 赤穂 基本理念 

重点目標 

分野別の 

取り組み 

健康寿命の延伸と生活の質（ＱＯＬ）の向上 
計画の 

全体目標 

健康増進 食 育 

関連のある目標との整合 
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５ ライフステージに応じた健康づくりの実践 

生活習慣は日々の生活の中で形成されていきます。そこで、ライフステージ

ごとの特徴に合わせ、健康づくりを実践することが重要です。 

 

ライフステージに応じた健康づくりの取り組み 

ライフステージ 特徴 健康づくりの考え方 

乳 幼 児 期 

（ ０ ～ ５ 歳 ） 

・最も成長が著しい時期 

・健康の基礎となる生活習慣

や社会性などの基礎がつくら

れる時期 

・食生活・睡眠・歯みがき・遊びなどの健全

な生活習慣を身につけることが重要です。 

・保護者の意識や習慣の影響が大きく、生

活習慣の基礎が作られるため、家族も含め

た健康づくりが大切です。 

学 童 ・ 思 春 期 

（ ６ ～ １ ８ 歳 ） 

・体力・運動能力が急速に高

まり、生活習慣ができあがる

時期 

・あらゆるものに関心を示す時

期であるとともに、成長過程

の不安定な年代 

・年齢が大きくなるにつれ、付き合いの範囲

が広がり、生活習慣が乱れやすい時期で

す。そのため、学校や地域・家庭が連携し

た健康づくりへの支援が必要です。 

青 年 期 

（１９～３９歳） 

・身体発達がほぼ完了し、社

会的な役割や責任を自覚す

る時期 

・仕事や家事・子育てで多忙

であり、健康づくりへの取り組

みが難しい時期 

・ライフスタイルが変化する年代となるが、こ

の時期の過ごし方が将来の健康や生活に

影響すると考えられるため、規則正しい生

活習慣を身につけることが必要です。 

壮 年 期 

（４０～６４歳） 

・社会的な役割は増えるが、

心身機能が徐々に低下し、

健康や体力に不安を感じる

人が増え、健康に関心が高

まる時期 

・生活習慣病やこころの問題が増えるなど体

調不良を起こしやすくなることから、健康に

対する適正な自己管理が必要です。 

高 齢 期 

（６５歳以上） 

・人生の完成期で、これまで培

ってきた技能を活かして、生

きがいをもってこころ豊かに暮

らせる時期 

・高血圧症や糖尿病など何ら

かの病気をもっている人が増

え、健康や体力への不安が

高まる時期 

・健康状態に合わせて、個人にあった健康

づくりに取り組めるようにすることが必要で

す。 

・運動機能や認知機能を可能な限り維持す

ることや地域活動などで社会参加すること

が大切です。 
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第４章   健康増進の取り組み 
 

 

■赤穂市健康づくり７か条 

市民の健康をとりまく現状や課題、第３次計画での成果目標に対する評価な

どを踏まえ、健康寿命を延ばすために市民一人ひとりが取り組みやすい行動目

標を設定します。 
 

基本理念 

全ての人が 食べて 動いて 笑って 健康のまち 赤穂 

 

 

基本目標・スローガン 行動目標 

 

食習慣、見直すところから始めよう 
第１条 適正体重を知り、適正体重を維持します 

 

身近なところから運動習慣を 
第２条 自分にあった運動習慣を身につけます 

 
 

こころと身体は一心同体 
第３条 こころの不調に早期に気づき、対応します 

 

いつまでも自分の歯でおいしい食事 

第４条 食後の歯みがき習慣を持ち、 
      定期的に歯科健診を受診します 

 

みんなで気をつけよう、たばこの煙 
第５条 受動喫煙はしない、させません 

 

飲むときは、節度ある飲酒を 

第６条 お酒を飲むときは、節度ある飲酒を 
      守ります 

 

健康づくりの第一歩は、 
自分自身を知ってから 

第７条 自分の身体に関心を持ち、年に１回は 
      必ず健(検)診を受け、 
      結果を健康づくりに活用します 

食生活・栄養 

身体活動・運動 

休養・こころの健康 

歯と口腔の健康 

たばこ 

アルコール 

健康チェック 



     

 

55 

 

１ 食生活・栄養 

【 スローガン 】  

 

 

 

 

【 現状と課題 】 

食生活・栄養においては、健康を保持・増進していくために規則正しいバラ

ンスのとれた食事を摂取するなど、正しい食習慣を身につけることが重要です。 

数値目標の最終評価では、小学生と20歳以上男女の「肥満」や、20歳代女性

の「やせ」について、十分に改善が進んでいない状況となっています。 

アンケート調査結果では、「自分の適正体重を認識し、体重がコントロールで

きていない人」が30歳代及び40歳代男性で約５割、30歳代、40歳代及び60歳代

女性で約４割と他の年代に比べ高くなっています。 

また、20歳以上で主食・主菜・副菜をそろえて食べるが「ほぼ毎日」は、前

回調査よりも減少しています。朝食を「毎日食べる」人をみると、小学生で

84.4％、中学生で81.4％、高校生で76.3％、20歳以上で87.0％となっており、

特に男性の10歳代、20歳代で朝食の欠食が目立ちます。 

そのなかで、「自分の食生活に問題があり、改善しようと思っている」が30歳

代及び40歳代男性、20歳代～60歳代女性の約20％となっており、食生活に改善

意向のある人を実践につなげていくきっかけづくりが重要と考えます。 

健康寿命の延伸には、栄養バランスのとれた食事や、健康につながる多様な

食生活の取り組みを継続していくことが大切です。 

コロナ禍による人々の生活様式の変化により、食生活の変化もみられますが、

今後も、引き続き、朝食をとることやバランスの良い食事をとること、減塩や

野菜の摂取量を増やすなどの正しい食習慣や適正体重についての普及啓発を

行い、市民一人ひとりが、望ましい食生活についての知識を高めていくことが

大切です。 

  

食習慣、見直すところから始めよう 
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【 行動目標 】 

第１条 適正体重を知り、適正体重を維持します 

自分の適正体重を知ることは健康づくりの第一歩です。適正体重を維持

するための食生活を実践し、生活習慣病を予防しましょう。 

 

 

【 具体的な取り組み 】 

 

市民の取り組み 

乳幼児期
（親子） 

○早寝早起きを習慣にし、毎日、朝食を食べましょう。 

○規則正しい生活リズムを心がけ、決まった時間に食事をしましょう。 

○食品の素材を大切にし、薄味の習慣を身につけましょう。 

○主食・主菜・副菜がそろった食事をとりましょう。 

○おやつは時間、量を決め、食べ過ぎないようにしましょう。 

学童・ 
思春期 

○早寝早起きなど規則正しい生活リズムを確立し、朝食を毎日食べましょう。 

○主食・主菜・副菜がそろったバランスのよい食事をとりましょう。 

○学校給食や授業などを通じて、食に対する正しい知識を身につけましょう。 

青年期  

○早寝・早起きなど規則正しい生活リズムを確立し、朝食を毎日食べる習慣
を身につけましょう。 

○自分の適正体重を知って、自分に適した食事量を知り、適正体重を維持
しましょう。 

○主食・主菜・副菜がそろったバランスのよい食事をとりましょう。 

○野菜の摂取量を増やしましょう。 

○薄味を心がけましょう。 

○就寝前２時間以内は、間食をとらないようにしましょう。 

壮年期 

○自分の適正体重を知って、自分に適した食事量を知り、適正体重を維持
しましょう。 

○主食・主菜・副菜がそろったバランスのよい食事をとりましょう。 

○野菜の摂取量を増やしましょう。 

○薄味を心がけましょう。 

○脂肪を摂りすぎないようにしましょう。 

高齢期 

○身体機能の低下により、食べる量が少なくなるため、低栄養にならないよう
に気をつけましょう。 

○コロナ禍においても、感染対策を行い、家族や仲間と楽しく食べましょう。 

○自分に適した食事量を知り、１日２回以上、主食・主菜・副菜がそろったバ
ランスのよい食事をとりましょう。 

○薄味を心がけましょう。 

○タンパク質の摂取量を増やしましょう。 
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地域の取り組み 

地域 

○食生活改善推進員団体（いずみ会）など食に関わる団体は、市民が食生
活・栄養（食育）について学ぶ機会を増やしましょう。 

○飲食店や従業員食堂などは、栄養成分の表示や健康メニューの提供を積
極的に行い、喫食者の健康的な食生活を支援しましょう。 

 

 

行政の取り組み 

項目 取り組み 

① 食生活や栄養に
関する情報提供 

○広報紙やホームページ、動画などを活用し、食に関する情報提供
を行います。 

○乳幼児健診での栄養相談や健康教育などにより食に関する情報
提供を行います。 

○「学校給食だより」や「保健だより」などを通じて、保護者に対し、食
に関する情報提供を行います。 

○広報紙や健診、健康相談、各種健康教室などの様々な機会に体
重の自己管理や適正体重についての情報提供を行います。 

② 食生活や栄養に
ついて体験や学
びの機会の提供 

○感染症対策を講じて、安心して参加できる栄養、食生活に関する
学習機会を提供します。 

○一人暮らしの高齢者等を対象とした配食サービスで栄養バランス
のとれた食事を提供し、健康の保持増進、介護予防に努めます。 

③ 食に関する人材
育成・自主的な
活動への支援 

○在宅栄養士、食生活改善推進員団体（いずみ会）の人材育成や
人材確保を行うとともに、活動を支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

昆布やかつおぶしでとっただしや、酸味、香味野菜、香辛料などを使うことで、薄味でも

おいしくできます。また、しょうゆやソースなどは、料理に直接かけず、小皿に取り、つけて食

べるようにしましょう。 

 

食塩のとりすぎは高血圧から動脈硬化を招き、脳卒中や心臓病の原因になります。１日

の食塩の摂取量は、男性 7.5ｇ未満、女性 6.5ｇ未満を目標にしましょう。なお、高血圧及

び慢性腎臓病（CKD）の重症化予防のための食塩相当量は、男女とも 6.0g/日未満とされ

ています。 

 

参考資料：日本人の食事摂取基準 2020 年版 

【おいしい減塩のコツ】 
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２ 身体活動・運動 

【 スローガン 】  

 

 

 

 

【 現状と課題 】 

日頃から身体を動かすことは、生活習慣病や生活機能低下の予防につながり

ます。また、ストレスの解消やメンタルヘルス、生活のリズムが整うなど、生

活の質の向上にも効果があります。 

本市は、「健康とスポーツを新機軸としたスポーツ先進都市」を目指し、平成

24年２月に「スポーツ都市宣言」を行い、スポーツ活動の場を整備したほか、

「赤穂シティマラソン大会」などのスポーツイベントを開催し、市民の健康増

進にも大きな役割を果たしています。 

アンケート結果では、20歳以上において、運動習慣のある人が減少しており、

平均歩数も減少しています。特に20歳代女性、30歳代～50歳代の男女ともに運

動習慣のある人が少なくなっています。また、定期的に運動するためには、「健

康づくりへの心がけや意識」「時間があること」が大切という意見が多くなって

います。 

そのため、通勤、通学時になるべく歩くようにするなど、日常生活の中で活

動量を増やす工夫をし、継続することが大切です。家事、育児などの生活活動

が身体活動量の増加につながることや、今より少しでも多く身体を動かす必要

性について、啓発していくことも必要です。 

また、コロナ禍により、身体活動量が低下し、運動量が減少しています。感

染対策を行い、運動を定期的に行うことが大切です。 

アンケート調査結果によると、「高齢者の地域活動に参加している人」が増加

しており、改善傾向にあります。今後も、高齢者に対しては、ロコモティブシ

ンドロームやフレイル予防の普及啓発を行い、社会参加等を通じた身体活動等

により、運動機能の維持向上を図るための支援が必要です。 

 

  

身近なところから運動習慣を 
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【 行動目標 】 

第２条 自分にあった運動習慣を身につけます 

身体を動かすことは、生活習慣病の予防や気分転換、身体機能の維持に

つながります。自分の年齢や体調・体力にあった運動に取り組み、生活の

中に習慣づけましょう。 

通勤、通学時になるべく歩き、料理や掃除、庭いじりなど、日常での身体

の動きを増やしましょう。 

 

 

【 具体的な取り組み 】 

 

市民の取り組み 

乳幼児期
（親子） 

○発達段階に応じた様々な親子のふれ合い遊びを行い、身体を動かす楽し
さを体験させましょう。 

○身体を使う遊びを行い、基本的な体力や運動能力を高めましょう。 

学童・ 
思春期 

○自分が続けられる運動を見つけましょう。 

○体育の授業などにおいて、しっかり身体を動かすように心がけましょう。 

○クラブ活動や地域活動に積極的に参加しましょう。 

青年期 
壮年期 

○通勤、通学時などに歩くようにするなど日常生活の中で活動量を増やしま
しょう。 

○健康づくりの催しやスポーツ大会などに家族や友人と一緒に参加しましょ
う。 

高齢期 

○運動機能や筋力の低下を防ぐため、家事や家庭菜園などで、積極的に身
体を動かしましょう。 

○ロコモティブシンドローム、フレイルについて知識を習得しましょう。 

○いきいき百歳体操やご当地体操「えこうし音頭」を実施し、フレイル予防に
努めましょう。 

 

 

地域の取り組み 

地域 ○事業所は、従業員に運動習慣が定着するよう働きかけましょう。 
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行政の取り組み 

項目 取り組み 

① 子どもの頃から
の 運 動 習 慣 の
確立 

○保育所・幼稚園で、身体を動かす楽しさを体験するための遊びを
行います。 

○小中学校で健康に生きていくための体力づくりを行います。 

② 筋 力 や 運 動 機
能 の 低 下 予 防
の推進 

○高齢期の筋力や運動機能、身体機能の低下を防ぐため、ロコモテ
ィブシンドロームやフレイルについて普及啓発し、壮年期からの予
防・対策に取り組みます。 

③ 運 動 習 慣 の 定
着化の推進 

○手軽に運動に取り組み、継続できるように情報発信します。 

○感染症のまん延等により自由に外出できないときなど、どのような
状況でもできる運動方法の啓発、環境づくりに取り組みます。 

○各種健康教室への継続参加及び新規参加者の増加を目指し、健
康づくりや生活習慣病予防等正しい知識の普及啓発を行い、自分
自身の健康づくりに生かしていけるよう内容を充実します。 

④ 運動・スポーツ
ができる環境整
備 

○全ての市民が、ライフステージに応じてスポーツを「する」きっかけ
となるよう、気軽に楽しめるスポーツを充実させます。 

○スポーツ活動などの促進のための関係団体との協力と連携体制
の強化を図ります。 

○スポーツクラブ２１の育成を促進します。 

〇気軽にスポーツに親しむことができるよう場所の充実を図ります。 

○広報紙やホームページなどを活用し、スポーツに関する情報提供
を行います。 

○いきいき百歳体操やご当地体操「えこうし音頭」の普及啓発を行い
ます。 

 

  

フレイル予防は、「栄養（えいよう）」・「口腔（こうくう）」・「運動（うんどう）」・「社会参加（しゃ

かいさんか）」の４本柱です。 

赤穂市では、フレイル予防「え・こ・う・し」運動をすすめています。 

市職員デザインによる「えこうしくん」を赤穂市フレイル予防推進キャラクターとして作成 

し、「えこうしくん」を活用したご当地体操「えこうし音頭」を作成しました。 

 

「えこうし音頭」は、赤穂市ホームページをご覧ください。 

           （動画視聴に必要な通信料は、視聴される人のご負担となります。） 

              https://www.city.ako.lg.jp/channelako/ecoushi.html 

https://  www.city.ako.3lg.jp/channelako/ecoushi.html 

tps://www.city.ako.lg.jp/channelako/ecoushi.html 

ttps://www.city.ako.lg.jp/channelako/ecoushi.html 

【 赤穂市フレイル予防ご当地体操「えこうし音頭」 】

資料：赤穂市地域包括支援センター ＱＲコード 

「えこうし音頭」 
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３ 休養・こころの健康 

【 スローガン 】  

 

 

 

 

【 現状と課題 】 

睡眠不足や休養不足は、食欲不振、注意や集中力の低下、生活習慣病、うつ

病等を引き起こし、心身の健康に悪影響を及ぼします。 

アンケート調査結果では、20歳以上において睡眠によって休養が十分に「と

れていない」が増加傾向にあり、慢性的な睡眠不足は日中の眠気や意欲低下に

つながるため、良質な睡眠をとるための生活習慣、疲れを次の日に持ち越さな

いような休養のとり方などについての普及啓発が必要です。 

また、20歳代女性、30歳代～50歳代の男女ともにストレスを感じることが「あ

る」が高くなっており、その理由としては仕事や人間関係などがあげられてい

ます。働き盛り世代では睡眠による休養がとれていない割合が高まるとともに、

ストレスを感じる割合も高くなるという傾向があります。 

インターネットの利用については、「平日で１日３時間以上」の利用時間は、

小学生は16.7％、中学生は39.8％、高校生は45.8％、また、「休日で１日３時間

以上」になると、小学生は32.0％、中学生は61.4％、高校生は72.1％となって

おり、年齢が上がるにつれ利用時間が増え、生活習慣の悪化につながることが

懸念されます。 

コロナ禍による生活環境等の変化により、こころの不調を感じている人や社

会の中で孤立している人もいます。こころの不調に早く気付き、対応すること

が重要であり、こころの不調のサインに気付けない人には、周囲が気付き、声

かけや支援することが必要です。 

さらに、小学生・中学生に対しての相談しやすい環境づくりに向けて、学校

やスクールカウンセラーとの連携により、子どもが自らのストレスを抱え込ま

ず、こころの変調に気づき、周囲にＳＯＳを発信しやすい教育環境を整備する

ことが必要です。 

 

 

  

こころと身体は一心同体 
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【 行動目標 】 

第３条 こころの不調に早期に気づき、対応します 

こころの不調に早期に気づき、一人で抱え込まず周囲の人や専門機関に

相談しましょう。また、身近な人のこころの不調に気づき、声かけ、話し

を聞いて、専門の機関につなげるなど、必要な支援につなげていきまし

ょう。 

 

 

【 具体的な取り組み 】 

 

市民の取り組み 

乳幼児期
（親子） 

○子育てサークルや子育て支援センターを利用し、親子の交流を深めましょ
う。 

○自分に合ったストレス解消の方法を見つけましょう。 

○育児の悩みや不安を抱え込まず、積極的に周囲に相談しましょう。 

○スマートフォンなどでこころの健康状態を確認できる「こころの体温計」を使
って、こころの状態を知りましょう。また、必要に応じて、相談機関を利用し
ましょう。 

学童・ 
思春期 

○早寝、早起きを心がけ、規則正しい生活を送りましょう。 

○他人への思いやりの心をもちましょう。 

○一人で、悩みごとなどを抱え込まず、相談できる人をつくりましょう。 

○各家庭でテレビやゲーム、ネットの利用に関するルールについて話し合いま
しょう。 

青年期  
壮年期 

○健康的な生活習慣、睡眠・休養の重要性を理解し、規則正しい生活を送
りましょう。 

○質の良い睡眠を心がけ、上手に休養をとりましょう。 

○自分に合ったストレス解消の方法を見つけるとともに、ワーク・ライフ・バラン
スに取り組みましょう。 

○スマートフォンなどでこころの健康状態を確認できる「こころの体温計」を使
って、こころの状態を知りましょう。また、必要に応じて、相談機関を利用し
ましょう。 

○悩みを抱えている人に気づき、声かけ、話しを聞いて、専門機関につなげ
ていきましょう。 

高齢期 

○人や地域とのつながりを大切にしましょう。 

○スマートフォンなどでこころの健康状態を確認できる「こころの体温計」を使
って、こころの状態を知りましょう。また、必要に応じて、相談機関を利用し
ましょう。 
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地域の取り組み 

地域 

○民生委員・児童委員が中心となり、市民の生活上の問題に関する相談に
応じ、必要があれば、関係機関や社会資源につなげましょう。 

○事業所は、従業員に対し、定期的にストレスチェックを行い、従業員自身
が、自らのストレスの程度について気づくようにしましょう。また、必要時、適
切な専門機関につなげ、こころの健康を保つように働きかけましょう。 

 

 

行政の取り組み 

項目 取り組み 

① こころの健康・休
養に関する正し
い知識の情報提
供 

○こころの健康づくりについて正しい知識を持ち、必要な時は専門機
関に相談することについて普及啓発します。 

○スマートフォンなどでこころの健康状態を確認できる「こころの体温
計」の利用を普及啓発します。 

○市職員が、各相談窓口で、市民からの相談を行い、様々な悩み
や生活上の困難を抱える人に対して早期の「気づき」ができるよう
ゲートキーパーを養成します。 

② ライフステージに
応じた相談支援
体制などの充実 

○学童・思春期においては、ストレスのサインやストレスに応じた悩み
や不安、心配ごとなどを相談できる場の提供、相談機能の整備・
充実を図ります。 

○子育て世代包括支援センターにおいて、安心して子育てが行える
よう、妊産婦やその家族に対して、妊娠期から子育て期にわたる
切れ目のない支援を行います。 

○壮年期においては、こころの問題が増えたり、女性では、ホルモン
バランスの変化によって、体調不良を起こしやすくなることから、心
身の機能の変化に対応しながら、健康に対する適正な自己管理
が必要であることを普及啓発します。 

○うつ病を含め、高齢者のこころの問題として多い健康問題につい
て、関係機関と連携しながら相談体制を強化します。 

○医療機関や地域の支援機関と連携を図り、自殺予防対策を推進
します。 

③ 生きがいづくりへ
の支援 

○老人クラブ活動への支援を行います。 

○住民主体の通いの場でのいきいき百歳体操の普及啓発を行いま
す。 
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ゲートキーパーとは、悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞いて、必要な支援につな

げ、見守る人のことです。悩みを抱えた人は、「人に悩みを言えない」、「どこに相談に行っ

たらよいかわからない」、「どのように解決したらよいかわからない」等の状況に陥ることがあ

ります。悩みを抱えた人を支援するために、周囲の人々がゲートキーパーとして活動するこ

とが必要です。 

 自殺対策におけるゲートキーパーの役割は、心理社会的問題や生活上の問題、健康上

の問題を抱えている人や、自殺の危険を抱えた人々に気づき、適切にかかわることです。 

 

〇ゲートキーパーの役割 

・気づき：家族や仲間の変化に気づいて、声をかける 

・傾聴：本人の気持ちを尊重し、耳を傾ける 

・つなぎ：早めに専門家に相談するように促す 

・見守り：温かく寄り添いながら、じっくりと見守る 

 

【ゲートキーパーとは】 

 「こころの体温計」は、携帯電話やパソコンを使って、気軽にメンタルヘルスチェックがで

きるシステムです。 

  ・携帯電話やスマートフォンは、右記ＱＲコードをご利用ください。 

  ・こころの体温計ホームページ アドレス https://fishbowlindex.jp/ako/ 

   

 

 

 

 

   
 

【利用モード】 

●本人モード 

ご自身の健康状態や人間関係、住環境などのストレス度や 

落ち込み度が、水槽の中で泳ぐ金魚などの絵になって表示 

されます。 
 
●家族モード 

大切な家族や友人、身近な人のこころの健康状態を確認できます。 
 
●赤ちゃんママモード 

出産後３～４か月頃までの母親のこころの健康状態を確認できます。 
 

●ストレス対処タイプテスト 

ストレスへの対処法を回答すると、アドバイスが表示されます。 

 

 

【こころの体温計を利用してみませんか】 

資料：赤穂市保健センター 

資料：厚生労働省「ゲートキーパー養成研修用テキスト」 

※利用料は無料ですが、通信料は自己負担となります。 

※チェック開始前に性別・年代等をお尋ねしますが、個人情報は一切取得しま 

せん。統計学的なデータのみ使用します。 

※このシステムは、医学的診断をするものではありません。結果にかかわらず、 

早めに専門機関にご相談されることをおすすめします。 
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４ 歯と口腔の健康 

【 スローガン 】  

 

 

 

 

【 現状と課題 】 

本市のむし歯の有病率は年々減少傾向にありますが、全国・兵庫県の平均か

ら比べるとまだ高い状況にあります。子どもにおいては、保護者の生活習慣や

口腔衛生に対する認識が大きく左右するため、保護者への歯と口腔の健康づく

りのための生活習慣の確立と正しい知識の普及を行っていく必要があります。 

アンケート調査結果では、80歳以上で「20本以上」自分の歯がある人は男性

で30.0％、女性で33.3％となっています。80歳で20本以上の自分の歯を有する

8020運動の目標が達成できるよう、歯の喪失が少ない年代から歯や口腔のケア

を行うことが重要です。 

また、歯や口腔の健康の衰えは、十分な栄養が摂れなくなり、低栄養などの

リスクが高まるとともに、心身の機能低下につながるオーラルフレイルのおそ

れがあるため、歯科医師や歯科衛生士などによる専門的な口腔ケアと、自分で

毎日行うセルフケアが重要です。 

さらに、アンケート調査結果では、「最近１年間に歯科健診を受けたことがあ

る」は、前回調査より割合が増えていますが、目標値には達成していません。 

生涯にわたって自分の歯でしっかりとかんで食べられるよう、幼少期から食

物をよくかむ習慣や正しい歯みがき習慣を身につけ、歯と口腔の健康づくりに

取り組む必要があります。 

 

  

いつまでも自分の歯でおいしい食事 
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【 行動目標 】 

第４条 食後の歯みがき習慣を持ち、定期的に歯科健診を受診します 

歯を失う原因となるむし歯や歯周病を予防するために子どもの時から正

しい歯みがきの習慣を身につけましょう。 

また、いつまでも健康な歯で、おいしく楽しく食事をし、こころも身体も

いきいき過ごせるよう、歯科健診を定期的に受けましょう。 

 

 

【 具体的な取り組み 】 

 

市民の取り組み 

乳幼児期
（親子） 

○妊婦歯科健診、乳幼児健診を受診しましょう。 

○保護者がしっかりと仕上げみがきをしましょう。 

○おやつは時間と量を決めて食べましょう。 

○よくかんで食べる習慣を身につけましょう。 

学童・ 
思春期 

○歯と口腔の健康づくりに関する正しい知識をもち、歯みがきをしましょう。 

○よくかんで食べる習慣を身につけましょう。 

○おやつは時間と量を決めて食べましょう。 

青年期 
壮年期 

○歯ブラシだけではなく、歯の状態にあわせて歯間清掃用具を使いましょう。 

○かかりつけ歯科医をもち、定期的に歯科健診を受診しましょう。 

○「８０２０」を意識して、歯や口腔ケアを行いましょう。 

高齢期 

○「８０２０」を意識して、残っている歯を大切にケアしましょう。 

○歯の状態にあわせて歯間清掃用具などを使い、口腔を清潔に保ちましょ
う。 

○かかりつけ歯科医をもち、年に１回は、歯科健診を受診しましょう。 

 

 

地域の取り組み 

地域 

○歯科医師会は、歯の健康づくりを推進するため、定期的な歯科健診の受
診勧奨やブラッシング指導を行い、かかりつけ歯科医をもつように呼びかけ
ましょう。 

○事業所は、従業員に対して歯科健診の受診を勧めましょう。 
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行政の取り組み 

項目 取り組み 

① むし歯・歯周病
予防のための正
しい知識の普及
啓発 

○乳幼児健診等の事業等を通じ、子どもの歯みがきの習慣化やフッ
化物応用によるむし歯予防の方法について情報提供を行います。 

○保育所・幼稚園や学校において、保護者に対して歯の健康に関す
る正しい知識の普及啓発に努めます。 

○広報紙やホームページなどで、歯や口腔の健康に関する正しい知
識の普及を図ります。 

○感染症対策を講じて、歯や口腔の健康づくりに関する教室を実施
します。 

② ライフステージに
応じた歯科健診
の推進 

○妊娠届出時に妊婦へ歯科健診の受診勧奨を行います。 

○妊婦やそのパートナー等を対象にした教室にて、妊娠期からの歯
の健康づくりについて、情報提供します。 

○乳幼児歯科健診の受診率向上に努めます。 

○保育所・幼稚園や学校の歯科健診、歯科保健指導を実施し、歯
と口腔の健康づくりを推進します。 

○４０歳以上を対象とした歯科健診を実施し、歯の衛生と歯周疾患
予防に努めます。また、７５歳以上を対象に、健診時にオーラルフ
レイルチェックを行います。 

○歯と口腔の健康づくりや歯周疾患と生活習慣病の関係等に関する
啓発や情報の提供に取り組みます。 

③ 要 配 慮 者 へ の
歯 科 保 健 の 推
進 

○障がい児（者）や支援を要する高齢者などは、むし歯や歯周病にり
患・悪化しやすいことから、かかりつけ歯科医と保健医療専門職が
連携して、歯科疾患の予防や早期発見、口腔機能の発達・維持
管理のための指導など、配慮を要する人へ歯科保健サービスを提
供します。 

○障がい児（者）、支援を要する高齢者などの介護者や家族に対し
て、歯周病予防について正しい知識の普及啓発を行います。 
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「フレイル」とは、高齢期に心やからだの機能が衰えた状態をいいます。進行すると、介

護が必要になる危険性が高くなりますが、早く気づき、毎日の食生活や運動習慣を見直

すことで、健康な状態に戻ることができます。 

 「オーラルフレイル」とは、食事の時に食べこぼす汁物でむせる、しっかりかめない、うまく

飲み込めないなど、お口の機能の衰えをいいます。ささいなお口の衰えに気づき、毎日の

歯みがきや入れ歯を洗う、お口周りの運動などで、オーラルフレイルを予防しましょう。 

 

【くちびるや舌をきたえるパ・タ・カ・ラ体操】 

くちびるや舌をしっかりと動かして、パ・タ・カ・ラと歯切れよく、声を出してみましょう。（各

５回程度） 

それぞれの言葉には、食べる、飲み込む力をきたえる動きがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：兵庫県保健医療部健康増進課・兵庫県歯科医師会  

「毎日の生活でお口の元気アップ オーラルフレイル予防」 

 

【オーラルフレイル予防】 
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５ たばこ 

【 スローガン 】  

 

 

 

 

【 現状と課題 】 

喫煙は、がんや循環器疾患、糖尿病、ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）、歯周病

など様々な疾患の要因となります。低出生体重児・胎児発育遅延や早産の原因

のひとつにもなります。 

妊娠届出時の令和３年度アンケート調査結果によると、妊娠中の喫煙率は

0.6％となっています。また、ベビーレッスン時のアンケート調査結果では、母

親の喫煙率は2.8％、父親の喫煙率は33.3％となっており、禁煙に対する指導が

必要です。 

アンケート調査結果によると、男女ともに喫煙者は減少傾向にあります。ま

た、喫煙者のうち、「やめたいと思っているが、やめられない」が５割となって

おり、喫煙率の減少に向けた支援が必要です。 

喫煙による健康に及ぼす影響の認知度については、「肺がん」の割合は93.2％

と高くなっているものの、「脳卒中」「心臓病」「ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）」

「歯周病」「胃潰瘍」の割合は40％以下となっており、喫煙が健康に及ぼす害に

ついて、さらに普及啓発が必要です。 

また、「家庭で喫煙場所を決め、家族のいないところで吸うなどの分煙を実施

していない」が21.6％、「この１か月、職場や飲食店など様々な場所で受動喫煙

の機会のあった」が35.7％となっています。 

受動喫煙が生じることがないよう環境整備を行うとともに、受動喫煙が健康

に及ぼす影響について周知を図るほか、家庭内や地域、公共施設や商業施設な

どで喫煙者が喫煙する際は周囲に配慮するよう、行動変容を促すことが必要で

す。 

 

  

みんなで気をつけよう、たばこの煙 
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【 行動目標 】 

第５条 受動喫煙はしない、させません 

喫煙による健康への影響について正しく理解し、適切な行動をとること

が大切です。喫煙者はマナーを守り、喫煙が禁止されている区域では、た

ばこを吸わないでください。特に、子どもや妊婦が近くにいる時には、喫

煙を控え、受動喫煙の害から子どもや妊婦を守りましょう。 

 

 

【 具体的な取り組み 】 

 

市民の取り組み 

妊産婦期
乳幼児期 

○喫煙が胎児や子どもに及ぼす影響について学び、妊娠中や授乳中は絶対
にたばこを吸いません。 

○子どもや妊婦の前で、絶対にたばこを吸いません。 

○喫煙が健康に及ぼす影響を正しく理解しましょう。 

○喫煙区域には立ち入りません。また、子どもを喫煙区域内に入らせないよう
にします。 

学童・ 
思春期 

○喫煙区域には立ち入りません。 

○喫煙が及ぼす影響について学び、絶対にたばこを吸いません。 

○友人や周囲の人などに喫煙を誘われても断りましょう。 

青年期 
壮年期 
高齢期 

○喫煙が、健康に及ぼす害について知識をもち、禁煙に取り組みましょう。 

○喫煙者は、受動喫煙が及ぼす影響について知識をもち、受動喫煙をさせ
ません。 

○喫煙者は、喫煙以外のストレス解消法をみつけましょう。 

○喫煙者は、規制対象外の場所でも、周囲への配慮に努め、受動喫煙の害
を与えないようにしましょう。 

 

 

地域の取り組み 

地域 

○事業所は、禁煙の推進、受動喫煙の防止に取り組みましょう。 

○飲食店などの管理者は、受動喫煙防止に取り組みましょう。 

○医療機関は、禁煙希望者に対する支援を行いましょう。 

○地域で２０歳未満の人が喫煙しているのを見かけたら、注意をしましょう。 

○２０歳未満の人に絶対にたばこを売らないようにしましょう。 
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行政の取り組み 

項目 取り組み 

① 受動喫 煙 対策
の推進 

○兵庫県が制定した「受動喫煙の防止等に関する条例」を周知しま
す。 

○受動喫煙が健康に及ぼす影響について、広報紙やホームペー
ジ、健康教育の場などを活用して周知啓発します。 

② 妊 産 婦 や 未 成
年 者 の 喫 煙 防
止の推進 

○妊娠届の届出時や新生児訪問時などに妊産婦やパートナー、同
居家族の喫煙状況を把握し、禁煙指導を行います。 

○学校と地域が連携して、子どもの喫煙を防止する取り組みを支援
します。 

③ 禁 煙 支 援 の 推
進 

○ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）の名称と疾患に関する知識の普及を
図り、自主的な禁煙につながるよう支援します。 

○健康相談、保健指導等の場を活用した禁煙支援に関する情報提
供を行います。 
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喫煙禁止区域で喫煙をすると最大 30 万円以下の過料の対象となります。 

・学校・病院等は、敷地内及びその周辺でも禁煙です。 

・飲食店など多くの方が利用する施設の建物内は原則禁煙です。 

・観覧場、公演は原則敷地内禁煙です。 

・お店の入り口など人が相互に近接利用する場所では、屋外であっても吸い殻入れ等は 

置かないでください。 

 

 

 

 

・20 歳未満の方や妊婦の近くでの喫煙は禁止です。また妊婦は喫煙禁止です。 

・20 歳未満の方や妊婦を同室する居室内や車内でも喫煙禁止です。 

・施設管理者は、従業員を含む 20 歳未満の方や妊婦を、喫煙可能区域へ立ち入らせ

ないようにしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・加熱式たばこも紙巻きたばこと同様に規制されます。 

（兵庫県では、加熱式たばこを対象とした特別な取り扱いはありません。） 

【兵庫県の受動喫煙防止条例について】 

建物内は原則禁煙で、施設によっては敷地内も禁煙となります 

20 歳未満の方や妊婦を受動喫煙から守るための措置 

喫煙の可否等に関する表示 

加熱式たばこの取扱い 

資料：兵庫県保健医療部健康増進課 
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６ アルコール 

【 スローガン 】  

 

 

 

 

【 現状と課題 】 

過度の飲酒は、肝臓病や循環器疾患、うつ病、アルコール依存症など健康に

様々な影響を及ぼします。特に、20歳未満の人の飲酒は心身の発育に、妊娠・

授乳中の飲酒は胎児や乳児の発育に悪影響を及ぼします。 

アンケート調査結果では、20歳以上の男女ともに生活習慣病のリスクを高め

る量「１日ビール中ビン１本（日本酒１合）以上飲酒している」が41.4％とな

っています。 

また、中学生、高校生の飲酒については、前回調査と比較すると、減少して

おり、20歳未満の人に飲酒させないという周囲の人の働きかけの効果であると

考えられます。 

アルコールが身体に及ぼす影響について理解し、節度ある飲酒ができるよう

引き続き普及啓発に努めることが必要です。 

 

 

 

【 行動目標 】 

第６条 お酒を飲むときは、節度ある飲酒を守ります 

厚生労働省の示す指標では、節度ある適度な飲酒は１日平均純アルコー

ルで、20ｇ程度とされます。また女性や高齢者、飲酒後にフラッシング反

応※を起こす人は、これより飲酒量を少なくすべきであると推奨されてい

ます。 

 

※フラッシング反応とは 

ビールコップ１杯程度の少量の飲酒で起きる、顔面紅潮・吐き気・動悸・眠気・

頭痛などを指す。２型アルデヒド脱水素酵素の働きが弱い人に多くみられる。 

               （厚生労働省ホームページ「e-ヘルスネット」） 

  

飲むときは、節度ある飲酒を 
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【 具体的な取り組み 】 

 

市民の取り組み 

妊産婦期 
乳幼児期 

○妊娠中や授乳中は絶対に飲酒しません。 

○妊娠中や授乳中の飲酒の影響について理解しましょう。 

学童・ 
思春期 

○アルコールが身体に及ぼす影響について正しい知識を習得し、絶対に飲
酒はしません。 

○飲酒を周囲の人から勧められても、断る勇気をもちましょう。 

青年期 
壮年期 
高齢期  

○アルコールの害を理解し、適量飲酒を心がけましょう。 

○週に２日は休肝日をつくりましょう。 

○２０歳未満の人に飲酒を勧めません。 

○飲酒を周囲の人に強要しないようにしましょう。 

 

 

地域の取り組み 

地域 

○地域では、子どもが参加する行事での飲酒を控えましょう。 

○地域で、２０歳未満の人が飲酒している姿を見かけたら注意しましょう。 

○医療機関は、行政や地域と連携して、適正飲酒に関する普及啓発を行い
ましょう。 

○販売店では、２０歳未満の人に絶対にアルコールを売らないようにしましょ
う。 

 

 

行政の取り組み 

項目 取り組み 

① 飲酒と健康に関
する知識の情報
提供 

○広報紙やホームページなどを活用し、多量飲酒が身体に及ぼす
影響や休肝日を設ける重要性、適正な飲酒に関する情報提供を
行います。 

○飲酒が胎児や乳児に及ぼす影響などについて情報提供を行いま
す。 

○健診事後指導等において適正飲酒の指導を行います。 

② 妊 産 婦 や 未 成
年 者 の 飲 酒 防
止の推進 

○妊娠届の届出時や新生児訪問時などに母親の飲酒状況を把握
し、飲酒が身体に及ぼす影響について情報提供し、禁酒指導を行
います。 

○学校・地域と連携し、２０歳未満の人の飲酒防止の啓発をします。 

③ アルコールに関
する相談支援の
推進 

○関係機関と連携し、アルコールと健康に関する相談窓口の周知を
図るとともに、適切な専門の相談窓口へつなぎます。 
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厚生労働省は、「健康日本 21」の中で「節度ある適度な飲酒」について、通常のアルコ

ール代謝能を有する日本人においては、1 日平均純アルコールで約 20g 程度としていま

す。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(  )内はアルコール度数 
 
飲酒量（純アルコールの摂取量）計算方法 
 
 
 
 
 

 

【お酒の適量を知る】 

純アルコール量 20g は？ 

ビール 日本酒 ウイスキー 焼酎 ワイン 

（5％） （15％） （43％） （25％） （12％） 

中瓶 1 本
500ml 

1 合 
180ml 

ダブル
60ml 

100ml 200ml 

お酒の量（ml）×アルコール度数×0.8（アルコールの比重） 

適正飲酒の 10 か条 

１  談笑し 楽しく飲むのが基本です 

２  食べながら 適量範囲でゆっくりと 

３  強い酒 薄めて飲むのがおススメです 

４  つくろうよ 週に二日は休肝日 

５  やめようよ きりなく長い飲み続け 

６  許さない 他人への無理強い・イッキ飲み 

７  アルコール 薬と一緒は危険です 

８  飲まないで 妊娠中と授乳期は 

９  飲酒後の運動・入浴 要注意 

10 肝臓など 定期検査を忘れずに 

「公益社団法人アルコール健康医学協会」 
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７ 健康チェック 

【 スローガン 】  

 

 

 

 

【 現状と課題 】 

生活習慣病の予防のためには、日頃から自分自身の健康状態に関心を持ち、

健康管理を行うことが大切です。 

本市の死因別死亡者の状況をみると、悪性新生物、心疾患や脳血管疾患など

の生活習慣病が約９割を占めています。生活習慣病の予防と早期発見・早期治

療は特定健康診査やがん検診等の定期的な受診が必要ですが、コロナ禍の受診

控えの影響により、特定健康診査、がん検診（胃がん、肺がん、大腸がん）の

受診率が減少傾向となっています。そのため、生活習慣病やフレイルなどの予

防・改善には、日頃から自分の健康に関心を持ち、健康状態をチェックするこ

とが重要です。若い世代から高齢者までの全世代で健診（検診）の重要性が認

識できるよう情報提供や、受診の啓発とともに、受診しやすい体制づくりの充

実が求められます。 

また、高血圧・脂質異常症・糖尿病などの生活習慣病は、重症化すると人工

透析や介護が必要になり、生活の質を低下させ、健康寿命の延伸を阻害するこ

とになるため、生活習慣病の重症化予防も必要です。 

 

 

【 行動目標 】 

第７条 自分の身体に関心を持ち、年に１回は必ず健(検)診を受け、結果を  

健康づくりに活用します 

自分自身の健康に関心を持ち、健康づくりに取り組みましょう。 

また、市や職場などで実施している健診やがん検診を定期的に受け、自

分の健康状態を把握し、結果を活用しましょう。 

 

  

健康づくりの第一歩は、自分自身を知ってから 
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【 具体的な取り組み 】 

 

市民の取り組み 

妊産婦期
乳幼児期 

○妊産婦健診、乳幼児健診、予防接種などは、必ず受けましょう。 

○かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬局をもちましょう。 

○親子健康手帳（母子健康手帳）を活用し、妊婦や子どもの健康管理に努
めましょう。 

○乳幼児向けの各種教室や相談を活用しましょう。 

学童・ 
思春期 

○自分の健康状態に関心をもち、規則正しい生活習慣を身につけましょう。 

青年期  ○自分の健康状態に関心をもち、健(検)診を受けましょう。 

壮年期 

○体調管理に気を配り、規則正しい生活をしましょう。 

○自分の健康状態を把握するために、健(検)診を受け、結果を健康づくりに
役立てましょう。 

○健(検)診結果で要精密検査と判定されたら、なるべく早く医療機関を受診
しましょう。 

○かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬局をもちましょう。 

○家族や周囲の人に健診・検診受診を勧めましょう。 

○メタボリックシンドローム該当や予備群の人は、積極的に保健指導を受けま
しょう。 

高齢期 

○自分の健康状態を把握するために、健(検)診を受け、結果を健康づくりに
役立てましょう。 

○かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬局をもちましょう。 

○病気と上手に付き合いましょう。 

○生活習慣病等の重症化予防のために定期受診や自己管理をしましょう。 

 

 

地域の取り組み 

地域 

○かかりつけ医、職域などから健(検)診受診を呼びかけましょう。 

○医療機関は、行政や地域と連携して、健診やがん検診の受診勧奨に努め
ましょう。 

○事業所は、ワーク・ライフ・バランスの取り組みを進めるとともに、従業員が
年に１回、健診を受診するよう勧めましょう。 
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行政の取り組み 

項目 取り組み 

① 母 子 保 健 の 推
進 

○乳幼児の健やかな成長・発達を促進するため、乳幼児期の成長
に必要な正しい知識の普及啓発を行います。 

○保護者が乳幼児と適切な親子関係を築き、安心して育児が行え
るよう、健診や保健指導、教室を実施します。 

② 生活習 慣 病予
防と健診の推進 

○特定健康診査、がん検診の受診率向上をめざします。 

〇あらゆる機会に若い世代への健診の必要性について普及啓発しま
す。 

○保健事業などあらゆる機会において、健診の必要性について情報
提供します。 

○健診の周知・啓発を行うとともに、各種団体・組織などと連携し、効
果的な受診勧奨を行います。 

○健診後の特定保健指導などの内容の充実を図ります。また、健診
結果を踏まえた健康づくり活動への支援を行います。 

○糖尿病重症化予防対策として、基準値を超え、治療が必要な人
に対し、受診勧奨を行います。 

③ がん検診の推進 

○がん検診の必要性・効果などについて普及啓発します。 

○検診日の設定等、がん検診を受診しやすい環境づくりに心がけま
す。 

○がんに関する相談支援を進めます。 

④ 市民自身による
健 康 管 理 の 促
進 

○ライフステージに合わせて、健康管理に関する周知・啓発を進め
ていきます。 

○かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬局をもつことを推奨
します。 

○市民一人ひとりが健康づくりに関する情報を得ることができるよう、
広報紙やホームページ、各種教室等において健康づくりに関する
情報提供の充実を図ります。 

○体重測定の習慣化、適正体重の維持について、普及啓発します。 

○介護予防やフレイル予防事業において、高齢者の健康管理につ
いて周知します。 
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 腎臓の機能が低下した状態や尿蛋白陽性が持続する状態を慢性腎臓病（CKD）とい

います。症状がないため、放置してしまうと徐々に腎臓の機能が悪くなり、むくみや貧血が

進み、さらに進行すると透析が必要になります。 

 

 

 

 

 

 

これらの症状が自覚されるときは、すでに慢性腎臓病（CKD）が、かなり進行している場

合が多いといわれています。 

 定期的に健康診断を受け、尿や血圧の検査をすることが早期発見につながります。特に

尿蛋白陽性の方は要注意ですので、病院で詳しい検査を受けるようにしましょう。 

◎早期の受診が大切です！！ 

 元々、腎臓の機能は、血管の老化により加齢とともに低下し、さらに血管を痛めるような

病気、糖尿病や高血圧症等があると慢性腎臓病（CKD）の進行が早まります。逆に、これ

らの病気をしっかり治療すれば、慢性腎臓病（CKD）の進行をコントロールすることができま

す。 

 慢性腎臓病（CKD）をきちんと管理すれば、脳卒中や心臓病の危険性を低め、健康寿命

を長く保つことができます。 

 

〈健診結果を見直してみましょう〉 

・尿検査  蛋白（1＋/2＋/3＋）は医療機関の受診を 

  蛋白尿は腎臓の涙！泣いている原因を探しましょう。 

・腎機能  eGFR60 未満は医療機関の受診を 

  年齢・性別・血清クレアチニン値より計算されるｅＧＦＲ値は、腎臓の状態を示します。 

   ・クレアチニンは健診における必須項目ではないため、測定されないことがあります。 

   ・既に医療機関を受診している場合は主治医に相談してください。 

   ・60 未満が 3 カ月以上持続する場合、慢性腎臓病の可能性があります。 

【慢性腎臓病（CKD）って？】 

資料資料：厚生労働省「腎臓からの SOS を見逃していませんか？」 

       兵庫県「慢性腎臓病（CKD）について」 

息切れ 夜間尿 むくみ 倦怠感 貧血 
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■健康づくりに関する数値目標 

具体的に計画の進捗を評価できるよう、分野ごとに評価指標と目標数値を定

めます。 

個人、地域、行政が、役割分担や連携を通じて、ライフステージに応じた取

り組みを推進し、目標達成をめざします。 
 

指 標 対 象 
令和４年度 

現在 
令和９年度 

目標 

① 食生活・栄養 

1 

肥満傾向児の割合の減少 小学５年生  11.1％※１ 減少 

肥満の人の割合の減少 
18 歳～60 歳代男性 27.4％ 減少 

40 歳～60 歳代女性 21.6％ 減少 

2 やせの人の割合の減少 20 歳代女性 36.1％ 20％ 

3 
主食・主菜・副菜を組み合わせた
食事を１日２回以上、ほぼ毎日食
べている人の割合の増加 

18 歳以上 57.3％ 75％以上 

② 身体活動・運動 

4 運動習慣をもつ人※２の割合の増加 

小学５年生 71.0％ 71％以上 

18 歳～64 歳 27.7％ 36％以上 

65 歳以上 45.5％ 52％以上 

5 １日の平均歩数の増加 

18 歳～64 歳男性 6,130 歩 9,000 歩 

18 歳～64 歳女性 4,781 歩 8,500 歩 

65 歳以上男性 4,851 歩 7,000 歩 

65 歳以上女性 3,992 歩 6,000 歩 

6 
何らかの地域活動に参加している
人の割合の増加 

65 歳以上男性 55.1％ 61％以上 

65 歳以上女性 54.6％ 61％以上 

③ 休養・こころの健康 

7 
育児について相談相手のいる保護
者の増加 

妊婦 99.8％ 100％ 

8 
睡眠による休養が十分とれていな
い人の割合の減少 

18 歳以上 21.9％ 15％ 

9 
ストレスなどで困ったときに相談
できる相手がいない人の減少 

18 歳以上男性 16.6％ 10％以下 

18 歳以上女性 5.1％ 減少 

10 自殺者の減少 人口動態統計 5 人 減少 

④ 歯と口腔の健康 

11 むし歯のある子どもの割合の減少 

３歳児 15.4％ 10％以下 

５歳児 25.4％ 20％以下 

11 歳児 53.4％ 50％以下 

12 自分の歯を有する人の割合の増加 

40 歳で 28 本以上 65.9％ 70％以上 

60 歳で 24 本以上 63.3％ 70％以上 

80 歳で 20 本以上 43.4％ 40％以上 

13 
過去１年間に歯科健康診査を受診
した人の割合の増加 

18 歳以上 58.4％ 69％以上 
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指 標 対 象 
令和４年度 

現在 
令和９年度 

目標 

⑤ たばこ 

14 20 歳未満の喫煙をなくす 
中学生 0.0％ 0％ 

高校生 0.8％ 0％ 

15 妊娠中の喫煙をなくす 妊婦 2.8％ 0％ 

16 20 歳以上の喫煙者の減少 
20 歳以上男性 22.0％ 18％以下 

20 歳以上女性 4.1％ 減少 

⑥ アルコール 

17 20 歳未満の飲酒をなくす 
中学生 4.8％ 0％ 

高校生 3.9％ 0％ 

18 妊娠中の飲酒をなくす 妊婦 0.5％ 0％ 

19 
生活習慣病のリスクを高める量※３ 

を飲酒している人の割合の減少 

20 歳以上男性 6.9％ 減少 

20 歳以上女性 6.4％ 3％以下 

⑦ 健康管理 

20 妊娠 11 週以下での妊娠届出率の増加 妊婦 93.9％ 100％ 

21 特定健康診査などの受診率の向上 
特定健康診査 33.8％ 60％ 

特定保健指導 24.5％ 65％ 

22 がん検診受診率の向上 

胃がん(40 歳以上) 9.7％ 50％以上 

肺がん(40 歳以上) 20.8％ 50％以上 

大腸がん(40 歳以上) 20.1％ 50％以上 

子宮がん(20 歳以上) 24.6％ 50％以上 

乳がん(40 歳以上) 22.7％ 50％以上 

前立腺がん(50 歳以上) 10.5％ 50％以上 

23 がん検診精密検査受診率の向上 

胃がん(40 歳以上) 80.6％ 90％以上 

肺がん(40 歳以上) 83.3％ 90％以上 

大腸がん(40 歳以上) 74.4％ 90％以上 

子宮がん(20 歳以上) 94.1％ 90％以上 

乳がん(40 歳以上) 98.3％ 95％以上 

前立腺がん(50 歳以上) 68.2％ 90％以上 

24 

意味を認知している人の増加    

・ロコモティブシンドローム 18 歳以上 21.9％ 40％以上 

・ＣＯＰＤ 18 歳以上 24.8％ 40％以上 

・フレイル【新規】 18 歳以上 29.7％ 40％以上 

25 健康寿命の延伸 
男性 80.29 歳 平均寿命の増加分

を上回る健康寿命

の増加 女性 84.99 歳 

※１：学校保健統計調査方式による判定方法とします 
※２：運動習慣をもつ人については、子どもは「30分以上運動する日が、週に３日以上ある子ども（外

遊びを含む）」、成人は「１日 30分以上の運動を、週２回以上している人」とします。 
※３：生活習慣病のリスクを高める飲酒量とは、１日の平均純アルコール摂取量が、男性 40ｇ以上、

女性で20ｇ以上とします。 
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第５章    食育の取り組み 
 

 

■赤穂市食育推進７か条 

食育は第４章の健康増進の取り組みと両輪で推進する必要があることから、

「赤穂市健康づくり７か条」と同様に、食育においても行動目標として「赤穂

市食育推進７か条」を設定します。 

 

基本理念 

全ての人が 食べて 動いて 笑って 健康のまち 赤穂 

 

 

基本目標・スローガン 行動目標 

 
生涯にわたる健全な食生活 

第１条 「早寝・早起き・朝ごはん」で基本的な食習慣を 
      身につけます 
 
第２条 食生活・栄養に関する正しい知識を学びます 

 
 
食への感謝を次の世代へつなげよう 

第３条 家族や仲間と共食し、食事の楽しみや大切さを 
      伝えます 
 
第４条 食に関する体験や学びの機会を通して、心豊かな 
      人間性を育みます 

 
 
郷土の味を知り伝え育む地域への
愛着 

第５条 地産地消に関心をもち、実践します 
 
第６条 郷土料理や伝統料理を食文化として大切にし、 
      次の世代へ伝えます 

 
 
「新しい生活様式」やデジタル化に 
対応した食育 

第７条 デジタル技術を活用し、みんなで食育活動の 
      輪を広げます 

 

  

食生活の確立 

食を通じた豊かな人間形成 

地産地消の推進・食文化の継承 

食育活動の推進 
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１ 食生活の確立 

【 スローガン 】  

 

 

 

【 現状と課題 】 

20歳以上で「主食・主菜・副菜を毎日そろえて食べる」は前回調査より減少

しています。また、朝食を「毎日食べる」は小学生で84.4％、中学生で81.4％、

高校生で76.3％と学年が上がるごとに減少しています。20歳以上では87.0％と

なっており、特に10歳代及び20歳代男性で朝食の欠食が目立ちます。 

また高校生の朝食を食べない理由として、「太りたくない」が、5.6％、「やせ

ようと思って５日以上食事の量を減らしたことがある」は、23.7％となってお

り、若い女性のやせを予防するための知識の普及啓発が必要です。 

食を通じた健康づくりは、幼い頃から食事を中心に基本的な生活リズムを身

につけ、生涯にわたって望ましい食生活を実践することが必要です。また、「早

寝、早起き、朝ごはん」など子どもの基本的な生活習慣づくりや生活リズムの

向上に向けて、地域、学校、企業を含む民間団体等が家庭と連携・協働し、子

どもとその保護者が一緒に生活習慣づくりの意識を高め、行動していく必要が

あります。 

食育に関心のある５歳児の保護者は、81.5％となっており、関心のない人は、

12.5％となっています。コロナ禍において食育や健康に関する啓発活動が満足

に実施できていない状況もあり、「新しい生活様式」やデジタル化など時代のニ

ーズに応じた食育を推進していきます。 

 

【 行動目標 】 

第１条 「早寝・早起き・朝ごはん」で基本的な食習慣を身につけます 

生涯にわたって心身ともに健康に過ごす基礎をつくるために、子どもの

頃から「早寝・早起き・朝ごはん」を基本とした規則正しい生活リズム・

食習慣を定着させましょう。 
 

第２条 食生活・栄養に関する正しい知識を学びます 

インターネットなどの普及により、食に関する情報を容易に入手できる

ようになる一方で、必要な情報を取捨選択し、活用することが難しくな

っています。市民一人ひとりが、食生活や栄養などに関する正しい知識

を学び、食べるものは自らの判断で正しく選択できる力を養うよう努め

ましょう。 

※本目標は、本計画第４章の「１．食生活・栄養」の取り組みの内容と重複します。 

生涯にわたる健全な食生活 
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【 具体的な取り組み 】 

 

市民の取り組み 

市民 

○「早寝・早起き・朝ごはん」を実践しましょう。 

○自分の食事の適量を知り、食べ過ぎや不足に注意しましょう。 

○食を正しく選択できるように、食品の安全性をはじめとする食に関する正し
い知識を深めましょう。 

○保護者は、日頃の生活習慣を見直しましょう。 

○災害時に備えて食料などを備蓄しましょう。また、災害時の食事のあり方に
ついて知識を得ましょう。 

 

 

 

地域の取り組み 

地域 

○食生活改善推進員団体（いずみ会）などの食に関わる団体は、正しい食習
慣確立のための情報や実践の場の提供を行いましょう。 

○スーパーや食料品店などは、食品の選び方など消費者にとって必要な情
報提供を行いましょう。 

○事業所は、従業員に対して、望ましい食習慣の定着に向けた啓発を行い、
従業員の食生活改善に努めましょう。 

○医師会や栄養士会などは、適正体重と身体活動に合わせた食事の量など
について、助言・指導を行いましょう。 

 

 

 

保育所・幼稚園・学校の取り組み 

保育所・ 
幼稚園・ 

学校 

○保育所、幼稚園では、給食を活用し、食への興味を育てる指導を行い、子
どもの健全な食生活の実践を図ります。 

○「早寝・早起き・朝ごはん」運動を進めるとともに、家庭と連携して、子どもに
生活リズムや手洗い・歯みがき等の基本的な生活習慣が身につくよう努め
ます。 

○子どもが食の大切さ、農業や漁業の役割、地域の食文化などに対する理
解を深め、健全な食生活を確立することができるよう、地元の食材を活用
した学校給食や栄養バランス、安全衛生に配慮した学校給食を提供しま
す。 

○保健体育の授業において、教育課程に基づき、健康に対する興味・関心を
高め、健康の大切さ、健全な食生活の大切さに対する認識を深めます。 

○「園だより」や「学校給食だより」などを通じて、朝食の大切さ、肥満予防、子
どもの食事の様子や食に関する取り組みなどの情報提供を行い、保護者の
意識啓発に努めます。 

○子どもの発達段階に応じた食育が推進できるよう、保護者に対して、食育
講座などを開催し、家庭における食育の取り組みを支援します。 
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行政の取り組み 

項目 取り組み 

① ライフスタイルに
合わせた健全な
食生活の推進 

〇妊娠届出時や乳幼児健診等において、母親の朝食摂取状況を調
査し、子育て世代の女性への朝食の正しい知識の普及を図りま
す。 

〇小学生を対象とした食に関する標語の募集などを行い、子どもや
保護者の食について関心を持つような働きかけを行います。 

○健康診査や健康教室などで、身体の状況やライフステージにあっ
た正しい食生活について、情報提供を行います。 

○広報紙やホームページなどに食育コーナーを設け、継続的に情報
発信を行います。 

○子どもから高齢者まで、生涯を通して食についての正しい知識を習
得できるよう、教室や講座などを開催し、必要な指導や助言を行
います。 

○フレイル予防教室等で、低栄養によるフレイルのリスクや適切な栄
養摂取に関する普及啓発を行い、高齢者の栄養改善に取り組み
ます。 

○一人暮らしの高齢者を対象に配食サービスとして、栄養バランスの
とれた食事を提供し、健康の保持・介護予防・安否確認を行いま
す。 

○感染症対策を講じて、安心して参加できる栄養、食生活に関する
学習機会を提供します。 

② 食の安全性など
正しい知識の普
及啓発 

○食品表示や衛生管理等に関する知識の普及、それらの活用の促
進に向けて、食の安全・安心に関する情報提供に取り組みます。 

○食生活改善推進員団体（いずみ会）と連携し、家庭での備蓄食品
や災害時の食事の工夫など、食の備えについての情報提供を行
います。 

 

  

 

朝食は一日のはじめの大事なスイッチ 

私たちの脳は“ブドウ糖”をエネルギー源として使っています。朝起きた時に頭が「ボーッ」

としてしまうのは、寝ている間にブドウ糖が使われて足りなくなってしまうためです。朝食を食

べないと、午前中、からだは動いても頭はボンヤリ、ということになりがちです。脳のエネルギ

ー源のブドウ糖を朝食でしっかり補給し、脳とからだをしっかり目覚めさせましょう。 

ごはんなどの主食には脳のエネルギー源になるブドウ糖が多く含まれているので、朝から

勉強や仕事に集中できるのです。朝食は一日を活動的にいきいきと過ごすための大事な

スイッチ。毎朝ちゃんとスイッチを入れましょう。 

【朝食が大事なワケ】 

出典：農林水産省「子どもの食育」 
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２ 食を通じた豊かな人間形成 

【 スローガン 】  

 

 

 

【 現状と課題 】 

近年では、高齢者の一人暮らし、一人親世帯、貧困の状況にある子どもが増

えるなど、さまざまな家庭環境や生活の多様化により、家族との共食が難しい

人も増えています。家族との共食は難しいが、共食により食を通じたコミュケ

ーション等を図りたい人にとって、地域等を通じて、様々な人と共食する機会

を持つことは重要です。 

アンケート調査結果では、「夕食を誰かと一緒に食べる」小学生は96.9％に対

し、「朝食を誰かと一緒に食べている」小学生は74.7％となっています。 

「食事のあいさつ「いただきます」、「ごちそうさま」をいつもしている」は、

５歳児で68.9％、小学生で75.5％、中学生で76.6％となっています。20歳以上

では、「家族や友人と楽しく食事をする機会がほとんどない」が前回調査よりや

や増加しています。幼少期には、家族等と食卓を囲んでの楽しい食事は、食事

作法や食への感謝の心を育むために重要です。楽しい食卓づくりから共食を推

進する必要があります。 

また、コロナ禍の影響により、家庭での食事の機会が増えたことから、食生

活を見直す機会となるよう働きかけが必要です。 

 

【 行動目標 】 

第３条 家族や仲間と共食し、食事の楽しみや大切さを伝えます 

共食は、家族や友人、地域の人との絆を深めるだけでなく、食事のマナー

を身につけ、他に合わせることで協調性や社会性を養うこともできます。

楽しい食事を通して、健全な食生活の実践につながるよう取り組みまし

ょう。 
 

第４条 食に関する体験や学びの機会を通して、心豊かな人間性を育みます 

農業体験や調理などを通じ、日々の食事が自然の恵みや多くの人の関わ

りによって支えられていることを知ることは、食への関心や理解を深め

ることにつながります。一人ひとりがもったいない意識を持って行動す

ることは食品ロスの削減にもつながります。 

食への感謝を次の世代へつなげよう 
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【 具体的な取り組み 】 

 

市民の取り組み 

市民 

○感染対策に留意し、子どもの頃から、家族や友人、地域の人と一緒に食事
を楽しみましょう。 

○食事の手伝いや買い物の手伝いを通して、子どもに食事づくりの基本を教
えましょう。 

○「いただきます」「ごちそうさま」のあいさつをしましょう。 

○計画的な食品の購入、食品の食べ残しや廃棄を少なくするなどして食品ロ
ス削減に取り組みましょう。 

○農作物の栽培や収穫体験などを通して、自然や食べ物への感謝のこころ
を育てましょう。 

 

 

 

地域の取り組み 

地域 

○食生活改善推進員団体（いずみ会）などの食に関わる団体が中心となっ
て、一人暮らしの高齢者などが仲間と楽しく食事ができる機会をつくりましょ
う。また、多世代が交流する共食の機会をつくりましょう。 

〇子育て学習センターでの活動を通じ、食育に関するイベントに参加し、食育
に関する認識を深めましょう。 

〇地区公民館での教室で料理の楽しみや健康について学び、食事の大切さ
を学びましょう。 

 

 

 

保育所・幼稚園・学校の取り組み 

保育所 
幼稚園 
学校 

○給食の時間や「早寝・早起き・朝ごはん」運動を活用して、食の大切さや楽
しさを伝えるとともに、食事マナーの習得や生活習慣の定着を図ります。 

○農業協同組合や老人クラブなどの地域の協力のもと、保育所、幼稚園、学
校における農業体験活動を推進し、作物の収穫などを通じて、食への感謝
の気持ちを育てます。 

○食べることを大切にした行動ができるように食育を推進していきます。 

 

  



 
 

88 

 

行政の取り組み 

項目 取り組み 

① 楽しい食卓体験
の推進 

○家族や仲間、地域の人と共に楽しく食卓を囲むことの大切さを伝え
るとともに、新しい生活様式に対応しつつ地域での共食機会の充
実を図ります。 

○食事のあいさつ「いただきます」「ごちそうさま」の定着を図り、いのち
の大切さを伝えます。 

○子どもや高齢者等の孤食の解消の場を提供します。 

② 体験学習を通じ
た食の大切さの
啓発 

○農業協同組合や老人クラブなどの地域の協力のもと、田植え、稲
刈り、収穫祭などを行います。 

○地区公民館等において食に関する教室、講座を開催し、料理の
知識を提供するとともに、食を通じた地域での交流を推進します。 

 

  

 
食品ロスとは？ 

食べられるのに捨てられている食品のこと。日本では、年間 600 万トン以上の食品ロス

が発生しています。食品ロスの中には、手つかずの状態で捨てられている食品もあります。 

日本の食品ロス量年間 600 万トン超のうち、約 300 万トンは家庭から発生しています。 

日本人一人当たりに換算すると、年間約 50 ㎏、毎日お茶碗約 1 杯分(約 140g)の食

べ物を捨てている計算になります。食品ロス削減のためには、家庭での取り組みが重要で

す。 

 

食品ロスを減らす行動をしてみましょう 

〇食品の期限表示を正しく理解する 

 食品の期限表示は、「消費期限」と「賞味期限」の２種類があります。いずれも開封して 

いない状態で、表示されている保存方法で保存した場合の期限が表示されています。

消費期限は、「食べても安全な期限」、賞味期限は、「おいしく食べることができる期限」

です。賞味期限は、過ぎてもすぐに廃棄せずに自分で食べられるかどうか判断すること

も大切です。 

 

〇食品ロス削減に効果的な方法 

・ご家庭からの食品を計量し、記録しましょう。 

・使い切れる分だけ買いましょう。 

・家にある食材・食品をチェックしましょう。 

・肉や魚の保存方法を工夫しましょう。 

 

〇調理で作り過ぎない。余ったら作り替える 

 もし、食べきれなかった場合は、他の料理に作り替えるなど、献立や調理方法を工夫し 

ましょう。 

【食品ロスを減らしましょう】 

資料：消費者庁「食品ロスを減らしましょう」 
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３ 地産地消の推進・食文化の継承 

【 スローガン 】  

 

 

 

【 現状と課題 】 

地域でとれた食材をその地域で消費する地産地消は、新鮮で安心できる食材

が手に入るため、住民の健康や市全体の活性化につながります。 

アンケート調査結果では、「地元産の農林水産物を優先して食べている」は、

中学生及び高校生が１割前後、20歳以上で２割強となっており、大きな変化は

みられません。 

また、20歳以上の「地域の郷土料理を作ることができる人」は減少していま

す。 

伝統的な食文化を絶やさないために、行事食などの料理教室や農業の体験学

習などの参加を推進していく必要があります。また、地元農作物についてのわ

かりやすい効果的なＰＲの推進や、農業体験や地元産農作物に触れる機会を提

供することで、食への理解を促し、地産地消を推進します。 

 

 

【 行動目標 】 

第５条 地産地消に関心をもち、実践します 

食べ物には一番おいしくて栄養豊富な時期である旬があります。地元の新鮮

で安心な農林水産物を地域で消費する地産地消を進めることを通じ、食卓に

旬の食材を積極的に取り入れ、おいしくて健康的な食事を楽しみましょう。 

 

第６条 郷土料理や伝統料理を食文化として大切にし、次の世代へ伝えます 

新鮮な旬の食材を生かした郷土料理は受け継がれていく故郷の味です。近年、

核家族化や地域コミュニティの希薄化などを背景に、地域や家庭で受け継が

れてきた料理や味を伝承する機会が減っています。郷土の味、行事食、伝統

食などに関心をもち、家庭の食卓に取り入れ、次世代に伝えていきましょう。 

 

  

郷土の味を知り伝え育む地域への愛着 
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【 具体的な取り組み 】 

 

市民の取り組み 

市民 

○家庭で地元の食材や旬を生かした郷土料理を取り入れましょう。 

○地元農林水産物への関心を高め、地元産の新鮮な食材を積極的に購入
しましょう。 

○家庭の味、郷土の味、行事食や食の作法等を親から子どもへ継承してい
きましょう。 

 

 

 

地域の取り組み 

地域 

○農業協同組合などは、米や野菜など身近で新鮮な農林水産物のＰＲをさら
に進めていきましょう。 

○生産者は、直売所での販売などを通して、消費者と顔の見える関係を築
き、食に関する情報交換をし、地産地消を推進しましょう。 

○食生活改善推進員団体（いずみ会）などの食に関わる団体の活動等を通
して、伝統料理の伝承者を増やし、地域の食文化の保存・継承に努めまし
ょう。 

○農業協同組合、商工会議所などは、地元農林水産物を使用した、新たな
赤穂ブランド（特産品）開発への取り組みを進めましょう。 

○地域の行事に行事食や郷土料理を取り入れ、世代間交流により高齢者か
ら若い世代へ地域の食文化が伝わる機会をつくりましょう。 

○スーパーや食料品店、飲食店などは、積極的に地元食材を取り扱うなど、
地産地消を推進しましょう。 

 

 

 

保育所・幼稚園・学校の取り組み 

保育所 
幼稚園 
学校 

○赤穂市の新鮮で安全な農林水産物を学校給食（幼稚園を含む）で提供す
る「ふるさと給食」の推進を図ります。 

○保育所・学校給食において、行事食や伝統食をメニューに加えることで地
元の味を伝えます。 

○家庭科授業や総合的な学習の時間において、食文化や郷土料理を学ぶ
機会を増やします。 

○保育所では、地元の食材を利用するよう取り組みます。 

 

 

  



     

 

91 

 

 

行政の取り組み 

項目 取り組み 

① 地 産 地 消 の 推
進 

○消費者協会の活動・行事を通じ、地産地消に関する啓発を行いま
す。 

○農林水産物を活用した「地域ブランド」商品の発掘・開発により農
林水産業の活性化、ブランド力の強化を図ります。 

○地産地消の取り組みについて、各種教室やイベント等での情報提
供を行い、普及啓発します。 

〇小学生に稲作体験を行います。 

〇赤穂産米粉の利用促進を図るため、学校給食での米粉パン導入
支援を行います。 

〇学校給食に旬食材を積極的に利用し、四季を提供します。 

〇地元や国産の食材を選んで消費することは、地域の活性化や流
通コストの削減などにつながることについて周知します。 

② 特 産 品 や 伝 統
料 理 の 継 承 支
援 

○広報紙やホームページ、動画などで地元の味や郷土料理のレシピ
を紹介し、赤穂の食文化の情報提供を行います。 

○行事食や伝統料理、郷土料理、食事作法等を学べるよう、食育
講座などを開催し、食文化や作法の継承に取り組みます。 

○赤穂市の地場産物を使った特産品の開発を支援します。 

 

  

赤穂市の郷土料理である鯛そうめんは、結婚式やお誕生日など祝い事によく出される

料理です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

作り方 

１  Ａ（調味料）を煮立て、塩焼きした鯛を入れて落としぶたをし、鯛に時々煮汁をかけ 

   ながら煮る。  

２  鯛がよく煮えたら火を止め、身が崩れないように引き上げ大皿にのせる。 

３  そうめんは硬めに茹で、鯛を引き上げた煮汁の中に加え、サッと炊き、鯛の周囲に 

   盛り付ける。 

 

【作ってみよう！赤穂市の郷土料理～鯛そうめん～】 

材料（４人分） 

鯛 １尾 

そうめん   ５束 

 しょうゆ・みりん 各 1/2 カップ 

 酒   １カップ 

 だし汁    ２カップ 

 砂糖    大さじ２ 

A 

資料：赤穂市保健センター 
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４ 食育活動の推進 

【 スローガン 】  

 

 

 

【 現状と課題 】 

食育を推進していくためには、市民一人ひとりが食育への意識を高めるとと

もに、食育に関わる人材の育成や行政や食育に関わる団体等がその特性をいか

しながら互いが連携・協力し、ネットワーク体制を強化していくことが求めら

れます。 

アンケート調査結果では、20歳以上で食育に「関心のある人」は58.1％、「食

育の意義を理解し、食育活動を実践している人」は40.1％とともに前回調査よ

り少し減少しています。一方で、５歳児の保護者で「食育に関心のある人」は

81.5％と前回同様高くなっています。 

男性は、「生活習慣病の予防や改善のために気をつけた食生活を実践してい

る」が５割を占めるものの、食育に対する関心は女性に比べ低くなっています。

一方、女性でも３割程度の人は食生活の実践に結びついていない状況となって

います。 

そのため、食育の様々な取り組みを通じて食への関心や理解を深め、健全な

食生活を実践していくことができるよう、家庭、保育所、学校、地域等が連携

して食育の推進を図ることが必要です。 

また、食育を広めていくための人材を育成するため、研修等を通じて管理栄

養士等の資質の向上を図ることが必要です。また、食生活健康推進員等の地域

のボランティアの育成とともに、食に関するボランティアや関係団体等と連

携・協働し、食育を推進することが必要です。 

 

 

【 行動目標 】 

第７条 デジタル技術を活用し、みんなで食育活動の輪を広げます 

ライフスタイルやニーズの多様化により、デジタルツールを活用した市

民が参加しやすい食育活動の輪を広げていきましょう。 

 

  

「新しい生活様式」やデジタル化に対応した食育 
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【 具体的な取り組み 】 

 

市民の取り組み 

市民 

○あらゆる世代において食に関心をもち、正しい情報を積極的に収集しましょ
う。 

〇生活の場において食育が推進できるよう家庭で食育を実施しましょう。 

○食育に関するさまざまな行事や学習に参加し、家庭や地域で食育に取り
組みましょう。 

○知識や経験を生かし、地域に食育を広めましょう。 

○食に関するボランティアグループ等の活動に参加しましょう。 

 

 

 

地域の取り組み 

地域 

○食生活改善推進員団体（いずみ会）などの食に関わる団体をはじめ、消費
者団体、老人クラブ、自治会などの団体は、地域に根ざした食育活動を行
う担い手としての意識をもち、互いに連携し、それぞれの活動を通し、市民
が日常的に食育を学ぶことができる機会を提供しましょう。 

○農業、水産業、食品製造業、食品販売業、飲食店などは、食の安全安心
に関する情報や栄養成分の表示、健康的なメニューの提供、食育活動の
場の提供などさまざまな情報を発信し、市民の食環境の整備を進めましょ
う。 

 

 

 

保育所・幼稚園・学校の取り組み 

保育所   
幼稚園 
学校 

○保育所、幼稚園、学校での給食や各種行事を通じて食育を推進するととも
に、食育の取り組みを家庭や地域に積極的に発信します。 

○「学校給食だより」などにより学校における食育の取り組み、体験活動等に
関する情報を掲載し、家庭における食育推進を図ります。 

〇ＰＴＡ連合会が実施する家庭教育学級の場において、食育についての認
識を深めます。 

〇学校現場でタブレットを活用した食育活動を行います。 
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行政の取り組み 

項目 取り組み 

① 食育に関わる人
材の育成と食育
活動の推進 

○食育に関する動画を作成し、市ホームページで配信します。 

〇食への関心を高めるため、各種教室等の機会において食の大切
さの啓発を行います。 

○食育の推進に向けて、学校給食センターの見学の機会を提供しま
す。 

○毎年６月、１０月の「食育月間」及び毎月１９日の「食育の日」の周
知と定着を図ります。また、食育にちなんだメニューを実施します。 

○食生活改善推進員団体（いずみ会）をはじめ、食育に取り組む全
ての団体の活動内容の充実や活動対象者の広がり、活動者自身
の資質向上を支援します。 

○食育を担う多様な人材の育成と活動の促進を図ります。 

〇栄養教諭を中心に学校園において授業や学校保健委員会におい
て食育を推進します。 

〇学校給食センターと学校園で給食完食（残食ゼロ）を目指します。 

② 連 携 体 制 の 強
化 

○食育活動を総合的・計画的に推進するため、行政が中心となっ
て、保育所・幼稚園・学校、地域団体・関係団体などと共通認識
を図りながら、連携体制の充実を図ります。 

 

  

デジタル食育とは、デジタル技術を活用して効果的に行う食育活動のことです。 

 

デジタル食育のメリット 

メリット①  「新たな日常」の中で食育を推進  

メリット②  どこからでも食育に取り組める 

メリット③  いつでも食育活動に参加できる 

メリット④  今までとは違う層とつながる 

メリット⑤  楽しみながら食育を推進できる 

メリット⑥  食育情報のリソースを活用できる 

 

「デジタル食育」にはオンラインならではのメリットが多くありますが、「リアルの体験」には五

感を活かした食育活動ができるなどのメリットがあります。これら双方の良さを補完できるよ

う、「リアルの体験」と「デジタル食育」とをうまく組み合わせて食育の課題を解決していきま

しょう。 

【デジタル食育】 

出典：農林水産省 

「デジタル技術を活用した食育の推進 デジタル食育ガイドブック」 
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■食育推進に関する数値目標 

具体的に計画の進捗を評価できるよう、項目ごとに目標数値を定めます。 

個人、地域、保育所・幼稚園・学校、行政が、役割分担や連携を通じて、ラ

イフステージに応じた取り組みを推進し、目標達成をめざします。 

 

指 標 対 象 
令和４年度 

現在 
令和９年度 

目標 

①食生活の確立 

1 朝食を毎日食べる人の割合の増加 

５歳児 92.9％ 100％ 

小学生 84.4％ 100％ 

中学生 81.4％ 95％以上 

15 歳～30 歳代
男性 

74.2％ 82％以上 

15 歳～30 歳代
女性 

76.4％ 84％以上 

2 
主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を１日
２回以上、ほぼ毎日食べている人の割合の増
加（再掲） 

18 歳以上 57.3％ 75％以上 

3 
生活習慣病の予防や改善のために、普段から
食生活に気をつけて実践している人の割合の
増加 

18 歳以上 61.6％ 75％以上 

4 ゆっくりよくかんで食べる人の増加 18 歳以上 47.7％ 55％以上 

5 
家族構成や家族の健康状態に応じて非常用食
料などを備蓄している世帯の割合の増加 
【新規】 

世帯 32.5％ 30％以上 

②食を通じた豊かな人間形成  

6 
毎日、家族や友人と楽しく食事をする人の割
合の増加 

18 歳以上 80.9％ 現状維持 

7 
食事のあいさつ（いただきます・ごちそうさ
ま）がいつもできる子どもの割合の増加 

５歳児 68.9％ 100％ 

小学生 75.5％ 100％ 

③地産地消の推進・食文化の継承  

8 
地元や県内でとれた農林水産物を買っている
人の割合の増加 

18 歳以上 33.1％ 45％以上 

9 地域の郷土料理を知っている人の割合の増加 18 歳以上 22.8％ 35％以上 

10 
地域の郷土料理を作ることができる人の割合
の増加 

18 歳以上 10.9％ 20％以上 

④食育活動の推進  

11 
食育に関心のある人の割合の増加（非常に＋
どちらかといえば） 

18 歳以上 58.0％ 75％以上 

12 
食育の意義を理解し、食育活動を実践してい
る人の割合の増加（積極的に実践＋できるだ
け実践） 

18 歳以上 61.6％ 55％以上 
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第６章    計画の推進 
 

 

 

１ 計画の推進体制 

本計画の推進にあたっては、生涯を通じて市民の健康づくりを支援していく

ため、保健師や管理栄養士などの専門的人材や、地域に密着した保健活動がで

きる推進体制の充実を図ります。 

また、健康づくり施策に関わる関係機関が、一体となって取り組みができる

体制の整備に努めます。 

自分の健康に関心をもち、主体的かつ積極的に健康づくりを進めていくため

には、健康に関する正しい情報提供が不可欠です。健康に関する情報を、広報

紙やホームページはもとより、各種事業やイベント開催時に積極的かつわかり

やすく提供していきます。 

 

 

２ 計画の評価・検証 

本計画は、各種調査結果から明らか

になった市民の現状や課題について、

「個人や家庭」「地域」「保育所・幼稚園・

学校」「行政」の協働した取り組みによ

って市民の健康意識を高め、自発的な

活動を推進するためのものです。 

行動目標に向けた具体的な取り組み

を実践することで、目標を達成するこ

とが大切です。 

そのため、赤穂市健康づくり推進協

議会や食育推進に係る関係部課会議に

おいて、ＰＤＣＡサイクルに沿って目

標の達成状況を定期的に点検・評価し、

計画期間内であっても市民ニーズや社会情勢の変化などに柔軟に対応しつつ、

常に改善を図れるよう進行管理と評価を行っていきます。 

 

Plan 
（計画） 
プランや 

目標値の設定 

Do 
（実施） 

施策・事業の 
実施 

Action 
（改善） 

見直し、更新 

Check 
（評価） 

評価の実施 
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（１）１年ごとの進行管理  

進行管理については、毎年、計画に掲げている「行政」の取り組みについて、

具体的な状況（参加人数、回数、実施状況など）を担当課に確認して進捗状況

を把握します。 

また、健康や食育に関連するイベントや健(検)診時などに、適宜、健康に関

するアンケート調査を実施し、市民意識の変化や満足度を把握し、改善につな

げます。 

 

 

（２）５年後の総合評価  

総合評価については、計画に掲げている「数値目標」について、既存データ

やアンケート調査により検証します。 

計画期間中の「市民」「地域」「保育所・幼稚園・学校」「行政」の協働した取

り組みの結果について、総合的に分析・評価を行い、次期計画の取り組みに反

映させていきます。 
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       資料編 
 

 

１ 市民アンケート調査の実施概要 

（１）調査目的 

本調査は、「赤穂市健康増進計画（第４次）」の策定のための基礎調査として、

５歳児の保護者、小学生、中学生、高校生、18歳以上の市民を対象とし、各対

象者の日常生活や食育及び健康づくりに関する意識や行動などを把握するこ

とを目的に実施しました。 

 

 

（２）調査方法 

 
５歳児の 

保護者 
小学生 中学生 高校生 18歳以上 

調査対象 
５歳児の 

保護者 
小学５年生 中学２年生 

高校生相当年齢

の市民から 

無作為抽出 

18歳以上の 

市民から 

無作為抽出 

対象者数 319人 367人 382人 1,000人 1,800人 

調査方法 

幼稚園・保育所

を通じた 

配布・回収 

小学校を 

通じた 

配布・回収 

中学校を 

通じた 

配布・回収 

郵送による配布・回収 

ＷＥＢによる回収 

調査期間 令和４年９月 令和４年８月22日～９月９日 

 

（３）回収結果 

 
５歳児の 

保護者 
小学生 中学生 高校生 18歳以上 

配布数 319 367 382 1,000 1,800 

有効回収数 296 359 355 380 790 

有効回収率 92.8％ 97.8％ 92.9％ 38.0％ 43.9％ 
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２ ヒアリング調査結果のまとめ 

市内で活動する食育や健康づくり関連団体などを対象にヒアリング調査を

実施しました。 

 

（１）調査対象と参加人数 

団体名称（活動分野） 参加人数 

健康相談員（健康づくり） ５人 

子育て応援隊（子育て支援） ３人 

在宅栄養士（栄養・食育） ７人 

赤穂市いずみ会会員（栄養・食育） ５人 

楽らく健康教室参加者（健康づくり） 13 人 

 

（２）実施方法 

自由記載を中心とした調査シートを記載依頼し、意見を集約しました。 

 

（３）実施時期 

令和４年９月・10月 

 

（４）調査内容 

■ 団体 

● 健康に関する状況や課題 

● 活動の成果 

● 活動を進めるうえでの問題点や課題 

● 地域や行政に対する意見・要望 

 

■ 楽らく健康教室 

● 実践している健康づくりの取り組み 

● 教室の活動で、健康づくりに役立ったこと 

● 教室へ参加する際の問題点 

● 地域や行政に対する意見・要望 
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（５）ヒアリング結果まとめ 

項目 意見概要 

健康づくり全般の

課題 

○健康や食育に関心が低い。 

○自営業の方への保健指導。 

○骨粗しょう症の早期発見と一次予防として、子どもの
頃からの食育により骨密度を高める。 

○生活習慣病予防として、運動が重要とわかっていても、
どのような運動をすればよいかわかっていない。 

○健康に関心のない市民や教室等に参加したくでもでき
ない人へのフォローが必要。 

○市民へのＰＲが足りない。 

○地域の中でリーダー的役割の存在の有無により、活動
に差が出ている。 

○教室への参加者が減り、新規参加者もほとんどなく、年
齢層が上がっている。 

○高齢者だけでなく、若い世代の人たちにも健康を意識
してもらう取り組みが必要。 

○市内中心部はスーパーやコンビニなどが多く、食品を
買いやすいが、加工品や惣菜は塩分が多いものやバラ
ンスが悪いものもあり、何をどのように選ぶかが課題。 

今後の展開 ○各自治会への健康・体力づくりの普及・啓発。 

○感染対策を踏まえた声掛けや活動の実施。 

○市内には自然が豊富なため、利用、活用を増やすとよ
い。 

新型コロナウイル

ス感染症拡大の影

響 

○感染拡大にならないよう、活動が充分にできなかった。 

○活動への参加者の減少。 

○イベントに参加できない。 

○自分は気をつけているつもりでも、どこで感染するか
わからないから不安である。 

○外出機会が減ったため、フレイルや肥満、生活習慣病予
備群の増加が懸念。 

○買物、外出不足による栄養の偏り、栄養不足の不安。 

○外出や交流が減ることで、身体機能の低下や精神的不
安を抱えているのではないか。 

○感染症対策を通じて、健康についてより考えることが
多くなり、健康づくりについてレベルアップのチャン
スだと思う。 
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項目 意見概要 

事業への参加結果 ○歯、血圧測定、認知症の話等が役に立つ。音楽療法もよ
い。 

○つまずいて転倒しないよう、足先をあげたりさげたり
する。  

○肩こりの体操を行っている。 

○家でも実施できる。 

○腰とひざが痛くなりそうになったら、教室で習った運
動を行っている。 

○楽しく体操ができる。 

○人と会える。 

○運動に関心を持つようになった。 

○定期的に運動を行い、健康について学んでいる。 

○先生の話や仲間との話が楽しい。 

行政などへの要望 ○保健センター、社会福祉課、地域包括支援センターとの
連携強化。 

○教材、講習費、材料費等の支援。 

○活動を具体化するための検討の場。 

○人材や場所の確保、発掘。 

○運動指導者の確保。 

○新しい知識を得たり、対象者の行動変容につながる指
導をするための研修等。 

○楽らく健康教室の回数を増やしてほしい。 

○健康増進の目的の啓発活動。 
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３ 赤穂市健康増進計画策定委員会設置要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、健康増進法（平成１４年法律第１０３号）第８条第２項に基づく「市町村

健康増進計画」及び食育基本法（平成１７年法律第６３号）第１８条に基づく「市町村食育推

進計画」について、本市の総合計画や地域福祉計画等との関連性を図りつつ、国・兵庫県が示

す計画策定の基本指針に基づき、本市の食育を含めた健康増進の方向性を示し、誰もが明るく

生きがいを持って生活ができるよう、市民の健康増進を図るための赤穂市健康増進計画を策定

するため、赤穂市健康増進計画策定委員会（以下「委員会」という。）を設置することを目的と

する。 

（所管事項） 

第２条 委員会は、赤穂市健康増進計画の策定に関する事項について審議を行う。 

（組織） 

第３条  委員会は、委員２０人以内で組織する。 

２ 委員は、保健医療関係機関若しくは食育活動関係機関の代表者、識見を有する者、公募市民

等の中から、市長が委嘱する。 

（委員長等） 

第４条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長及び副委員長の選任は、委員の互選による。 

３ 委員長は、この委員会を代表し、会務を統括する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。 

（委員の任期） 

第５条 委員の任期は、市長が委嘱した日から令和５年３月３１日までとする。ただし、補欠委

員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会議） 

第６条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、全ての委員を委嘱後の最初の委

員会は、市長が招集する。 

２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するとこ

ろによる。 

４ 委員会は公開とする。 

（意見の聴取） 

第７条 委員会は、必要と認めたときは、委員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。 

（検討部会の設置） 

第８条 委員会が必要と認めるときは、委員会に、検討部会を設置することができる。 

（庶務） 

第９条 委員会の庶務は、保健センターにおいて処理する。 

（補則） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、別に定める。 

 

付 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。   
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４ 赤穂市健康増進計画策定委員会委員名簿 

（順不同）

区分 氏名 所属団体 職名等 備考 

学識経験者 難 波 峰 子 関西福祉大学 教授 委員長 

保健医療機関 花 房 龍 生 赤穂市医師会 副会長 副委員長 

 赤 井 高 之 相生・赤穂市郡歯科医師会 
副会長 
赤穂支部長 

 

 山 本 義 人 赤相薬剤師会 理事  

 妹 尾 里 枝 赤相栄養士会 会長  

関係行政機関 伊 藤 政 恵 赤穂健康福祉事務所 地域保健課長  

 高 原 秀 典 赤穂市民病院 病院長  

 入 潮 賢 和 教育委員会 教育次長  

その他の組織 川本ゆり子 赤穂市いずみ会 会長  

 森 聡 
兵庫西農業協同組合 
赤穂支店 

支店長  

 
小 田 正 勝 
（～R4.10.31） 

赤穂商工会議所 専務理事 

 

 
福 井 明 彦 
(R4.11.1～) 

 

 住 所 知 之 赤穂市自治会連合会 
西部地区自治会 
連合会長 

 

 小 野 俊 明 赤穂市老人クラブ連合会 理事  

 髙 木 啓 子 
赤穂市民生委員児童委員 
協議会 

監事  

 白 井 雅 子 赤穂市ＰＴＡ連合会 母親部会長  

市民公募 福 岡 美 佳 公募委員   

 山根寿美子 公募委員   

計 17 名（男９名、女８名） 
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５ 国・県・赤穂市の健康づくり・食育推進に関する 

取り組みの経過 

年度 国 県 赤穂市 

平成11年度 ｢21世紀における国民健康づくり運動（健康

日本21）｣策定(平成12年３月) 

｢ひょうご健康づくり県民行動指標｣策定 

(平成12年３月) 

｢兵庫県健康増進計画｣策定(平成12年３月) 

 

平成12年度 ｢介護保険法｣施行(平成12年４月)   

平成13年度   ｢新赤穂市地域保健推

進計画｣策定 

(平成 14 年３月) 

平成15年度 ｢健康増進法｣施行(平成15年５月) ｢健康食生活ひょうごプラン｣策定 

(平成16年３月) 

 

平成17年度 ｢食育基本法｣施行(平成17年７月) 

｢食育推進基本計画｣策定(平成18年３月) 

｢食の安全安心と食育に関する条例」制定 

(平成18年３月) 

 

平成18年度 ｢自殺対策基本法｣施行(平成18年 10月) ｢兵庫県食育推進計画｣｢食の安全安心推進計

画｣策定 

(平成19年３月) 

 

平成19年度 ｢健康日本21｣中間評価公表(平成19年４月) 

｢がん対策基本法｣施行(平成19年４月) 

  

平成20年度 ｢健康日本21｣(改訂)施行(平成20年４月) ｢兵庫県健康増進計画｣改定(平成20年４月)  

平成21年度   ｢赤穂市食育推進計画｣

策定(平成22年３月) 

平成22年度 ｢第 2次食育推進基本計画｣策定 

(平成23年３月) 

  

平成23年度 ｢健康日本21｣最終評価公表(平成23年 10月) ｢健康づくり推進条例｣施行(平成23年４月) 

｢兵庫県食育推進計画(第2次)｣策定 

(平成24年３月) 

｢兵庫県健康づくり推進プラン｣策定 

(平成24年３月) 

 

平成24年度 ｢国民の健康の増進の総合的な推進を図るた

めの基本的な方針｣の全部改正(いわゆる｢健

康日本21(第二次)｣策定 (平成24年７月) 

｢兵庫県健康づくり推進実施計画｣策定 

(平成25年３月) 

 

｢赤穂市健康増進計画(第

２次)｣策定※ 

(平成25年３月) 

平成25年度  ｢受動喫煙の防止に関する条例」施行 

(平成25年４月) 

 

平成27年度 ｢第３次食育推進基本計画｣策定 

(平成28年３月) 

 

 

 

平成28年度 ｢自殺対策基本法」改正（平成28年４月） ｢兵庫県健康づくり推進プラン(第２次)｣策定

(平成29年３月) 

｢兵庫県食育推進計画(第３次)｣策定 

(平成29年３月) 

 

平成29年度 ｢自殺総合対策大綱」改定 

           （平成29年７月） 

｢兵庫県自殺対策計画」策定 

（平成29年12月） 

｢兵庫県健康づくり推進実施計画（第２次）」

策定（平成30年３月） 

｢赤穂市健康増進計画(第

３次)｣策定 

(平成30年３月) 

平成30年度 ｢健康日本21（第二次）」中間評価報告書 

公表（平成30年９月） 

｢兵庫県がん対策推進計画」施行 

（平成30年４月） 

｢赤穂市自殺対策計画」

策定（平成31年３月） 

令和２年度 ｢第４次食育推進基本計画｣策定 

(令和３年３月) 

｢兵庫県受動喫煙の防止等に関する条例｣ 

（令和２年４月全面施行） 

 

令和３年度  ｢兵庫県健康づくり推進プラン（第３次）」策

定（令和４年３月） 

｢兵庫県食育推進計画（第４次）」策定 

（令和４年３月） 

 

令和４年度 ｢自殺総合対策大綱」改正 

（令和４年10月） 

健康日本21（第二次）最終評価報告書 

公表（令和４年10月） 

 ｢赤穂市健康増進計画(第

４次)｣策定予定 

(令和５年３月) 

 ※赤穂市食育推進計画を含む   
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６ 用語解説 

アルファベット 

ＢＭＩ 

体重（㎏）÷（身長（ｍ）×身長（ｍ））で算出した肥満度を示す指数で、体格指数ともいい

ます。ＢＭＩが 22 の場合が「標準体重」で、25 以上が「肥満」、18.5 未満を「やせ」と判定

します。 

ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患） 

ＣＯＰＤは、たばこなどの有害な空気を吸い込むことによって、空気の通り道である気道（気

管支）や、酸素の交換を行う肺（肺胞）などに障がいが生じる病気です。長期間にわたる喫煙

習慣が主な原因であることから、“肺の生活習慣病”ともいわれています。 

ＳＩＤＳ（乳幼児突然死症候群） 

何の兆候や既往歴もないまま乳幼児に突然の死をもたらす疾患。主として睡眠中に発症し、

日本での発症頻度は、おおよそ出生 6,000 人～7,000 人に１人と推定され、生後２か月から６

か月に多く、まれには１歳以上で発症することがあります。 

 

か行 

介護予防 

寝たきりになるなどの介護が必要な状態になったり、また介護が必要であってもそれ以上悪

化させないようにしたりすることです。介護予防の方法には、転倒を防ぐために筋力を鍛え

る（筋力トレーニング）、たんぱく質の摂取が少ないと陥る「低栄養状態」にならないよう食

事を工夫する、認知症にならないよう脳の能力を鍛える、などがあります。 

学校保健統計調査方式判定 

子どもの肥満度を判定する方法の１つで、平成 12 年の文部科学省の学校保健統計調査報告書

（５歳～17 歳）のデータをもとに算出した標準体重と比較し判定します。肥満度が－20％以

下を「やせ傾向」、＋20％以上を「肥満傾向」と判定します。 

共食 

家族や友人など、誰かと一緒に食卓を囲んで食事をすることをいいます。共食は、家族や友

人とのコミュニケーションを深めるだけでなく、協調性や食事のマナー等を身に付けること

ができます。 

協働 

立場の異なる団体・組織や個人が、対等な関係のもとで、同じ目的・目標に向かって、役割を

明確にしたうえで連携・協力して働き、相乗効果を上げようとする取り組みのことです。 

欠食 

食事をとらないこと、食事を抜くことをいいます。 

健康寿命 

日常的に介護を必要としないで、自立した生活ができる生存期間のことです。ＷＨＯ（世界

保健機関）が平成 12 年 (2000 年)にこの言葉を公表しました。平均寿命から介護が必要な期

間を引いた数が健康寿命となります。 
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健康増進法 

「健康日本 21」を中核とする国民の健康づくり・疾病予防をさらに積極的に推進するため、

医療制度改革の一環として、平成 14 年(2002 年)8 月 2 日に公布されました。趣旨は「健康の

増進は国民一人ひとりの主体的努力によってなされるべきであり、国・地方公共団体・企業

などはその取り組みの努力を支援する。そのために関係者は推進と連携を図り、協力してい

く。」というものです。 

孤食・個食 

一人で食事をすることを「孤食」といい、家族がそろって食べているのに、各々が別々のもの

を食べていることを「個食」といいます。 

 

さ行 

歯周病 

歯垢中の細菌による感染症。歯を支える骨や歯肉（歯ぐき）などの歯の歯周組織が侵される

病気で中高年の歯を失う原因の大半を占めています。喫煙により悪化し、また、糖尿病、骨粗

しょう症・早産・低出生体重児出産などは歯周疾患との関連が深いといわれています。歯周

疾患は同義語で、かつては歯槽膿漏（しそうのうろう）とも呼んでいました。 

受動喫煙 

自分の意思とは無関係にたばこの煙を吸わされることをいいます。喫煙者が吸い込む煙（主

流煙）とたばこの点火部分から立ち上がる煙（副流煙）の２種類の煙を吸い込むことになり

ますが、有害物質は主流煙より副流煙の方が高い濃度で含まれています。 

食育 

食生活における知識・選択力の習得を通じた単なる食生活の改善にとどまらず、食を通じた

コミュニケーションやマナーなどの食に関する基本所作の実践に加えて、自然の恩恵などに

対する感謝の気持ちや優れた食文化の承継、地産地消など広範な内容が含まれます。 

食育基本法 

国民が生涯にわたって健全な心身を培い、豊かな人間性をはぐくむことができるよう、食育

を総合的、計画的に推進することを目的に、平成 17 年(2005 年)７月 15 日に施行されました。 

生活習慣病 

食生活や運動、休養、喫煙、飲酒などの生活習慣が、その発症や進行に大きく関与する慢性の

病気のこと（脳血管疾患、心疾患、糖尿病、高血圧性疾患など）をさしています。 

 

た行 

地産地消 

地元で生産されたものを地元で消費することをいいます。地域の消費者ニーズに即応した農

水産物の生産と生産された農水産物を地域で消費する活動を通じて、生産者と消費者を結び

つける取り組みです。 

低出生体重児 

出生体重が 2,500g 未満で生まれた児のことをいいます。 

特定健康診査・特定保健指導 

医療制度改革に伴い、平成 20 年（2008 年）4月から国民健康保険や健康保険組合などすべて

の医療保険者において特定健康診査と特定保健指導の実施が義務づけられました。糖尿病な

どの生活習慣病、特にメタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）の予備群・該当者の早期

発見と、進行・発症の予防を主な目的としています。 
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な行 

認知症 

一度獲得した知的能力が脳の後天的な変化により著しく低下した状態のことをいいます。病

状の進行により判断力なども低下し、日常生活に支障をきたすようになりますが、認知症は

脳の障害により生じる「病気」であり、一般的な病気と同様、適切な治療により改善されるこ

ともあります。 

 

は行 

ヒアリング 

相手の意見や状況などを聴取することを目的に行われる調査で、対象者を集めて聞き取りを

行う形式やシートなどを配布して行う形式などがあります。 

日比式判定 

幼児・小中学生の肥満度を判定する方法の１つで、日比逸郎氏が作成した標準体重と比較し

判定します。肥満度が－20％未満を「やせ」、＋20％以上を「肥満」と判定します。 

標準化死亡比 

人口構成の違いを除去して死亡率を比較するための指標。ある集団の死亡率が、基準となる集

団と比べてどのくらい高いかを示す比と理解することができます。 

フッ化物応用 

フッ化物とは、フッ素を含む化合物のこと。むし歯予防に利用されるのは、主にフッ化ナト

リウム（ＮａＦ）やリン酸酸化フッ化ナトリウム（ＡＰＦ）で、応用方法としては、フッ化物

洗口（低濃度のフッ化ナトリウム溶液を用いてブクブクうがいをすること）、フッ化物歯面塗

布（フッ化物を含む薬剤を歯に直接塗る方法のこと）、フッ化物配合歯磨剤の使用があります。 

平均寿命 

年齢ごとに平均であと何年生きられるかを示したものを平均余命といい、平均寿命は０歳児

の平均余命のことをいいます。 

 

ま行 

メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群） 

内臓の周囲に脂肪が蓄積する「内臓脂肪蓄積型」の肥満者が、高血圧、脂質異常、高血糖のう

ち、２つ以上の項目が該当している状態をいいます。１つ１つが軽症でも、重複すれば動脈

硬化の危険が急速に高まり、さらには致命的な心筋梗塞や脳梗塞などを起こしやすくなりま

す。 

メンタルヘルス 

こころの健康、精神衛生のことをいいます。 

 

ら行 

ライフステージ 

人々の生涯を各年代のおおよその特徴に合わせて区分した段階（ステージ）のことで、本計

画では、乳幼児期（0～5歳）、学童・思春期（6～18 歳）、青年期（19～39 歳）、壮年期（40～

64 歳）、高齢期（65 歳以上）の５段階を設定しています。 

リスク 

危険や危険度、危機のことで、一般的に「危険な状態になる可能性が高い」ことを「リスクが

高い」と表現します。 
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ロコモティブシンドローム（運動器症候群） 

骨・関節・筋肉など体を支えたり動かしたりする運動器の機能が低下し、要介護や寝たきり

状態になる危険が高い状態のことをいいます。 

 

わ行 

ワーク・ライフ・バランス 

「仕事と生活の調和」の意味で、老若男女誰もが、仕事、家庭生活、地域生活、個人の自己啓

発などさまざまな活動について、自らの希望するバランスで展開できる状態のことをいいま

す。このことは、「仕事の充実」と「仕事以外の生活の充実」の好循環をもたらし、多様性に

富んだ活力ある社会を創出する基盤として極めて重要とされています。 

  
 

 


